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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和５年１月16日（月） 9:30～15:05 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （28名） 

菅原由和 加藤清 佐藤美雪 宍戸直美 菅野至 門脇芳裕 佐藤正典 髙橋善行 

佐々木友美子 東隆司 小野優 及川春樹 千葉和彦 高橋晋 小野寺満 高橋浩 

千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦 廣野富男 及川佐 飯坂一也 阿部加代子 中西秀俊 

菅原明 小野寺重 藤田慶則 今野裕文 

【欠席議員】 なし 

【出             席             者】 倉成市長 小野寺副市長 朝日田病院事業管理者 

 二階堂総務企画部長 羽藤財務部長 伊藤税務課長 佐々木税務課課長補佐 

佐々木経営管理部長 桂田政策企画課長 岩渕経営管理課長 

廣野政策企画課課長補佐 菊地政策企画課課長補佐 

高野健康こども部長 菅野健康こども部参事 千葉協働まちづくり部長 

小野寺市民環境部長 佐賀商工観光部長 佐藤農林部長 高橋福祉部長 

浦川教育部長 千田健康増進課主幹 千葉健康増進課保健師長 高橋総務課長 

髙橋財政課長 佐藤学校教育課長 

齊藤上下水道部長 

門脇商業観光課長 梅田商業観光課課長補佐 

阿部行政経営室主幹 千葉生涯学習スポーツ課長 千葉こども家庭課長 

村上都市プロモーション課長 佐々木デジタル戦略室主幹 

大越都市プロモーション課課長補佐 

佐々木議会事務局長 菊池議会事務局次長 千田議会事務局副主幹 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 固定資産税の減免における共有持分者連帯債務の取扱いについて 

② 「地域医療奥州市モデル」及び「新病院建設候補地」について 

③ 新型コロナウイルス感染症対策の対応状況について 

④ コロナ禍におけるエネルギー価格高騰対策について 

⑤ メイプルの対応について 

⑥ 指定管理者候補者について 

⑦ 広報誌の月一回発行への変更とデジタル媒体を活用した広報活動の強化について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【概  要】 
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１ 開会 （略） 

 

２ 挨拶 

（菅原議長） 改めまして、皆さん新年明けましておめでとうございます。 

旧年中、議員の皆様、そして倉成市長をはじめとする市当局の皆様には、大変お世話になり

ありがとうございました。心から改めて感謝、御礼を申し上げたいというふうに思います。 

今年も引き続き新型コロナウイルスの長期化、或いは物価の高騰など、私たちを取り巻く環

境は大変厳しい状況の中ではございますけれども、ぜひ前向きで建設的な議論で課題に臨んで

参りたいものだというふうに思っているところでございます。どうぞ本年も皆様のご協力賜り

ますようにお願いを申し上げたいと思います。 

さて、本日は当局から７件の説明事項でございますけれども、実は２月定例会を前にいたし

まして、この後も大変多くの説明事項、案件があるということでございまして、本日以外にも

26日とそれから31日にも全協の方を予定してございますが、仮に当日予定していた案件が消化

できませんと次回にスライドという形になりまして、最後の方が大分窮屈になって参りますの

で、何卒要点を取りまとめていただきまして、簡潔明瞭なご発言を賜りますようにご協力をお

願いを申し上げたいというふうに思ってございます。それでは本日もどうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、倉成市長からご挨拶をいただきたいと思います。 

（倉成市長） 皆さんおはようございます。本年もよろしくお願いいたします。 

今日は、新年早々から申し訳ないんですが、いろいろと協議案件が多くて、これについてよ

ろしくお願いしたいと。あと今、菅原議長からお話がありましたように、26日、31日にも全員

協議会を予定していまして、議会前にいろいろ説明させていただきたいと思います。今日は、

議長泣かせの一日にならないように我々も努力したいと思いますので、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

 

３ 協議 

(1) 説明事項 

  ① 固定資産税の減免における共有持分者連帯債務の取扱いについて 

（菅原議長） それでは早速、３の協議に入りたいと思います。(1)説明事項、①固定資産税の減免

における共有持分者連帯債務の取扱いについて、説明いただきたいと思います。では、当局か

ら説明いただきます。羽藤財務部長。 

（羽藤財務部長） 財務部、羽藤です。税務課所管の案件で、固定資産税に関するものでございま

して、案件名のとおりではございますが、具体的には、生活保護受給者が共有する土地家屋に

係る納税通知について、不適切な事務処理がございました。また、この取扱いを合併当初から

続けてきたというものでございます。 

詳細は、資料に基づきまして税務課長より申し上げます。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） それでは説明させていただきます。 

まず、概要についてですが、共有物に対する固定資産税は共有者が連帯して納付する義務を

負うこととなっており、納税の告知は連帯納税義務者各人に行わなければ、その効力は生じな

いことになっています。また、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資

産について、条例の定めるところにより減免することができることになっております。 

市では、市税条例第71条第１項第１号により、生活保護受給者の固定資産税について減免を

行っていますが、共有代表者が生保減免を受けた場合、本来はその共有割合分のみを減免し、

残りの持ち分については、他の共有者が納税すべきでありましたが、合併当初から他の共有者

分もすべて減免してきました。また、共有代表者以外の共有者に対し、納税の告知を行ってい

ませんでした。このことは、７月に新規生活保護受給者の減免決定を行う際に気づいたもので

す。 
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次に、市が行ってきた減免処理ですが、例として、Ａ外２名の３名の共有物で、課税額が

9,000円であった場合に、共有代表者が生活保護受給者となり、Ａから減免申請があった場合

は、持ち分の3,000円を減免しています。これは正しい処理です。そして、他の共有者ＢとＣ

には、9,000円からＡの減免分である3,000円を差し引いた6,000円を課税しなければならない

ところを、同様に減免していたことが誤った処理でありました。 

連帯納税義務者の減免件数及び減免税額については、平成30年度から令和４年までの合計で

687件、1,231万5,400円です。 

今回の事案は、合併当初から法令の確認をせず、前例を踏襲し、従来の処理を行ってきたこ

とが原因であります。 

今後の対応については、租税法律主義の原則に立ち返り、誤った減免については、地方税法

に基づく期間である５年遡り、賦課決定を行っていきます。共有代表者以外の共有者が生保減

免を受けようとする場合は、10年間遡り、減免の処理を行った上、還付をいたします。実施に

向けては、相続人調査が必要になりますが、人員体制を整えた上、早期に解決を図って参りま

す。 

再発防止として、法令遵守の徹底を図り、改正法令等を複数人で確認を行い、法令の解釈誤

りを防止し、取扱いに疑義が生じた場合には、県や他市町村に確認し、速やかに対策を講じて

参ります。 

以上です。 

（菅原議長） 説明が終わりました。ご質問等ございましたら、ご発言お願いいたします。阿部加

代子議員。 

（阿部加代子議員） 22番、阿部加代子です。今回５年分ということで数字は出されていますけれ

ども、合併当初からということでございましたので、それらの数字を押さえていらっしゃるの

か、お伺いをしたいというふうに思います。それから、これらの責任の所在はどうなるのか、

お伺いをいたします。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） それではお答えいたします。合併当初からこのような取扱いを行ってきたとい

うことが、まず判明いたしましたけれども、詳細のこの件数及び減免の金額につきましては、

今現在、集計及び確認を行っておりますので、本日のこの協議会におきましては、５年間分と

いうことでの資料としてお示しいたしましたが、詳細が明らかになり次第、また、資料提供で

報告させていただきたいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） 羽藤財務部長。 

（羽藤財務部長） 責任の所在についてということですけれども、ただいま事実確認、詳細を調べ

ている途中ですので、まだ、その部分までの検討に及んでおりませんけれども、個人的には、

今回の件については、これまでの事務処理について、処分的な部分について考えてはいないと

ころですけれども、むしろその誤りに気づいて、声を上げたということを、この職員について

は評価をしているところでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 他にございますか。18番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 18番、廣野富男です。２点ほど伺います。 

原因は、合併当初から法令の確認をせず、同様の扱いをしてきたということですが、合併前

の市町村も同様の扱いだったのかどうかですね。これ、合併になって、ここら辺がスタートし

たのか、合併前の５市町村も同様の扱いをされてきたのかどうかわかりましたらお願いをいた

します。 

それと２点目ですが、５年遡り課税決定をすると。で、共有者が生保減免を受けようとする

場合の10年遡り、減免措置後に還付するというこの内容について、もう少し具体的にご紹介い

ただきたいと思います。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 
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（伊藤税務課長） お答えいたします。まず１点目の合併前の取扱いの状況でございますが、今回

合併前もどうだったのかというところを確認しようとしましたけれども、合併前の取扱いの状

況の書類等が確認をできてない状況でございます。合併の際に、合併協議会がございまして、

その時の取扱いの中身はどうだったのかというその資料はございましたけれども、そうしたと

ころの詳しい取扱いの内容までは、記載がなかったということを確認しておりますので、具体

の合併前の取扱いがどうだったかというところは、不明という状況でございます。 

あと、２点目の10年に遡って還付をしていくということでございますが、地方税法に基づき

まして、５年分に遡ってできるという規定がございますが、これはあくまでも５年間というと

ころでございまして、市の固定資産税等返還金取扱要綱という要綱がございます。こちらの方

では、地方税法第17条の規定によって還付することができないものにつきましては、10年分を

限度として、返還することができるというこの取扱いに基づいて、10年遡って確認をした上で

対処していきたいということでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） １点目は了解しました。２点目については、まだちょっと理解できない部分が

ありますので、後ほど担当課に照会しますので、よろしくお願いいたします。 

（菅原議長） 27番、今野裕文議員。 

（今野裕文議員） 27番、今野です。私もよくわからないんですけれど、共有代表者以外の共有者

というのは、ほとんど生活保護世帯になるのですか。要は、５年間遡及した場合に、例えば、

おひと方で、最大で幾らの請求になるかとかわかりますか。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） お答えいたします。今回お示ししているこの例でございますが、取り扱ってき

た内容があくまでも、共有代表者でいいますと、Ａの方が生活保護の受給になって、そして減

免申請が来た場合に、残りのＢ、Ｃ分もすべて減免処理として、税額をゼロにしてきたという

状況でございますので、そういった２ページ目の方の件数と減税全額につきましては、要する

に最大として、このくらいやってきたということですので、今回、適正な処理をさかのぼって

することによって、間違いなく、こちらの方の金額よりも当然、ある場合には半分以下になる

かもしれませんけれども、そういったところも今現在、詳細について調べておりますので、今

回の正しく処理をしていなかったことに関する影響額につきましては、先ほど申し上げました

とおり、確認次第、ご報告させていただきたいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） 今野裕文議員。 

（今野裕文議員） いや、あのね、中身がわかんなくて了解してくださいって言われても、いいと

は言えないですよね。私の感覚で言うと、街中と田舎では全然、随分違うので、その状況は違

うんだと思いますけど、生活保護を受ける段になれば、生活に必要な最低限の資産を除いて当

然、持ってないっていうのが前提だと思うんですけど。そういう中で、相続がされてなくて、

共有持ち分になっているってことでしょ。そしたら、この金額から言えば、相当な件数がある

というふうに私なんか思うわけですけど。大体の雰囲気ってのは押さえているんじゃないです

か。全く回答できないんですか。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） 今回のケース、このようなものがわかりまして、先ほど申しましたとおり、相

続の関係の部分は、やはり結構な量がございまして、議員おっしゃるとおり、相続人の数、も

しくはその相続がまた次の代までいっているっていうふうな状況にもなっておりますので、今、

調べているところなんですけれども、具体的なこのくらいの金額ですというところまでは、大

変申し訳ございませんがちょっと今は申し上げられる段階にないというところでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 今野裕文議員。 

（今野裕文議員） 今野です。そしたらば、基本的に相続できないような状況になっているのもあ
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るんだと思うんですけど、結局、請求すること自体困難な方々も相当いるということになるの

ではないですか。そういうことなんですか。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） 相続人調査の段階で、まだその相続人がすべて判明になってない部分っていう

のが結構な数がございますので、議員からのご指摘のとおり、今現在で、すぐにこの遡及で納

税の新しい処理をできる数というのも限られているというのは事実でございますですから、調

査をこのまま続けて判明させていかないと、はっきりとした納税の、要するに持ち分割合とい

うのもわかりませんので、そういったところを、調査を進めないとなかなか進まないというの

が現状でございます。 

以上です。 

（菅原議長） 他にございますか。９番、小野優議員。 

（小野優議員） ９番、小野です。今の調査の話がありましたけども、二つお伺いしますが、まず、

調査の期限っていうのをまず定めてらっしゃるのかというところと、それから実際に請求する

段階において、あくまでも一括納付をしていただくことを前提にしているのかっていうところ

を確認させてください。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） 期限というお話がございました。今回、このような問題が起こりまして、これ

を、問題を正しくしていくための期限というところでまず、法定納期限から５年間分というの

が地方税法でございますので、この３のところの表にございます平成30年度分、まず、これが

もう次の５年の期限を迎えようとしている税でございますので、これにつきましては、もう今

年の４月の当初課税に向けて、しっかりとやっていくというところで、まずは30年度分のとこ

ろから、４月にはしっかりと取り組んでいきたいと。残りの分、当然やりますけれども、まず

優先する分につきましては、この30年度の分はしっかりと早急に取り組んでいくと。後の分に

つきましても同様に調査の方を強化して取り組んでいくというところを考えてございます。 

そして、納付の件でございますけれども、その納付につきましては、いろいろな納税相談に

つきましては、これ納税課の範囲にはなりますけれども、納税者の方々の状況に応じたことを

行って、配慮していきたいというふうには考えております。 

以上です。 

（菅原議長） 小野優議員。 

（小野優議員） 調査に関してはわかりました。で、納税者の方の相談に応じてというところでし

たけれども、例えば、最初30年度からということでしたけども、おそらく同じ物件が、多分５

年間ついてくると思うので、最終的には１件当たり例えば平均値でいくと、おそらく、合計す

れば多分10万円ぐらいになるような計算ですけれども、そういった場合に、分割といいますか、

納付を少し遅らせていった場合に、まず、延滞という部分がかからないようにしていただけれ

ばなというところ、そういった処理をしていただきたいなと思いますし、例えば、30年度分が

今年の４月以降に着きました。同じ人に、多分31年度それから令和２年度というふうになって

いくと思うんですけども、その調査スピードを早くすることによって、できれば早い段階で、

金額を確定させてあげた方が、同じ人に対してですよ、請求を受ける方も少し落ち着くんでは

ないかなと思うんですけども、この点、どんなふうに考えているかお聞きいたします。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） ありがとうございます。同じ方、例えば、30年度、31年度、令和２年度という

ふうな３年間も減免を受けられる方も当然いるわけでございますので、こういった同じ納税者

の方について、30年度だけということではなくて、やはりそれは当然お知らせして、ご理解を

いただくようなことは進めて参りますし、あと、こちら側の、市の、要するに事務処理の誤り

に原因がありますので、納税の取扱いにつきましては、柔軟に考えていく必要がございますの

で、まだ今の時点で延滞金等の云々というのはちょっと納税課の方とも、協議してございませ

んので、はっきりは言えませんが、なるべくご理解をいただけるような方法でお願いをしてい

きたいというふうに考えております。 
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以上です。 

（菅原議長） ８番、東隆司議員。 

（東隆司議員） ８番、東です。３点お伺いいたします。 

まず１点目は、この事案が発生して、対象者がかなりの数おりますけど、どのような形で説

明をなさるのか、広報で周知する等々ではなくて、多分個別に対応するのではないかと思うん

ですが、どのような説明をしていくのか、まずお尋ねいたします。 

それから、今回ではその共有代表者が生保を受けた場合という説明がありますが、逆の意味

で共有者に生保がいた場合は、調査しているんでしょうか。 

それから、その場合、生活保護を受けた期間等々は、それぞれかなり違ってくると思われま

す。課税基準日であります１月１日現在、生保であった場合、途中であった場合と分割、納付

額を分ける等々、かなり面倒なことが生じるのではないかと思われますが、その辺り、どのよ

うな認識をなさっているのかお伺いをいたします。 

３点目ですが、これ、体制を整えて早急にやるということですが、先ほど同僚議員から出て

いるとおり相続の関係等々調査かなり困難を極めることが想定されますが、どの程度の体制と

人数、それから時期的にはいつから取りかかって、期限の話もありましたが、いつまでにどの

ような形にしてやっていくのかお尋ねをいたします。 

（菅原議長） 伊藤税務課長。 

（伊藤税務課長） お答えいたします。まず、１点目の納税者に対する説明でございますけれども、

当然、ここは丁寧に説明をしていくという必要がございますので、広報のみならず、対象者の

方に当然、まず文章での説明は必要になるかと思いますし、あとは、こちらの方から直接説明

するという場も必要になろうかと思いますので、ここは本当に納税者の方にご理解いただける

ようなこちらからの説明、もしくはお詫びも含めまして、丁寧にやっていきたいというふうに

考えております。 

２点目の、今回、共有代表者の方が生保であった場合というところで発覚したわけですけれ

ども、議員がおっしゃるとおり、残りの、もしかすると、共有代表者Ａが生保ではなく、Ｂま

たはＣが生保であったということも考えられます。これは当然、こちらの方でもわかっており

ますので、ただし、その分につきましては、いまだどのような状況になっているかっていうの

は、把握できておりませんので、当然、そのようなケースも全部調べた上で、そうすると本来、

共有者Ｂが生保であった場合には、3,000円分の生活保護を受けていて、減免申請をすれば受

けられたということに関しても、過去に遡って適正に処理をして、還付をして、還付のケース

になるのかどうかということも含めてやっていきたいというふうに考えております。 

３点目の体制でございます。今現在は、２名の専任、２名の会計年度職員になりますけれど

も、２名の体制でやっておりますが、これも現在まだ、なかなか追いついていかないという状

況ですので、この人数もさらに増やして、強化して参りたいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） 他にございますか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それではないようですので、①については以上といたします。 

説明者入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 

② 「地域医療奥州市モデル」及び「新病院建設候補地」について 

（菅原議長） それでは再開いたします。次に、②の「地域医療奥州市モデル」及び「新病院建設

候補地」について、説明をいただきます。二階堂総務企画部長。 

（二階堂総務企画部長） それでは、資料をご覧いただきたいと思います。一つは、奥州市モデル、

地域医療に関して、それから、付随しまして新病院建設候補地についても今日、新たに皆さん

の方に考え方と説明をしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 市長直轄プロジェクトの菊地でございます。私の方からお手元にござ
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います資料、地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について、説明させていただきます

けれども、その前に、今回の提案の位置付けと、このモデルをつくり上げる上での我々の考え

方について若干触れたいと思います。 

皆様ご存知のとおり、昨年、市は、五つの市立病院を統合する、奥州市立病院診療所改革プ

ランを提案いたしました。しかしながら、市民の皆様からの理解が得られず、そのプランは白

紙撤回となりました。その点に関しては、市民の思いが、関係者の意見を取り入れることに対

する配慮が足りず、進め方についても市の都合を優先した、一方的なものになっていたと、深

く反省しております。 

よって、今回はその反省に立ち、民意をしっかりと取り入れつつ、関係者の意見を踏まえ、

この問題を解決していきたいと考えております。新市長の就任以来、我々は医師会や議員の皆

様に対して、まずは我々が考える大きな方向性をお示しし、様々なご意見を頂戴して参りまし

た。また、市民の皆様にも広報おうしゅうお知らせ版での４回の特集や、市民団体や高校生た

ちを対象とした出張懇談会を開催し、たくさんのご意見もいただいてきました。 

今回提案するものは、そうした声を取り入れながら作り上げたものとなりますが、だからと

いって決してこの提案が最終結論というわけではありません。今後も明後日から各地区で行わ

れる市政懇談会や、随時予定されております、地区振興会、市民団体、学校に出向いた出張懇

談会を開催し、今回提案する内容を丁寧に説明した上で、ご意見を頂戴し、このモデルをさら

にブラッシュアップしていきたいと考えております。 

よって今回の提案については、完成版というものではなく、作成途上のものであるというこ

とを、まずはご理解いただきたいと思います。 

またこの提案の中で、新病院の建設候補地にも触れていますけれども、こちらについては、

市民の関心度が非常に高い項目であり、今後、市民からのご意見を頂戴する上で、あらかじめ

市としての考えを提示した方が建設的かつ具体的な意見を頂戴できるであろうと意図したもの

でありますので、その点についてはご理解いただければと思います。 

続いてこのモデルをつくり上げる上での我々の考え方について若干お話をさせていただきた

いと思います。今回提案するこのモデルでは、五つの市立医療施設を残すという内容になって

います。ですがそれは単に市民が残せと言ったから残すということではなく、そもそもこの問

題を考える上での前提条件は、本当に前回とイコールなのだろうか。新たに浮かび上がってき

た課題要素、そういったものをどう入れて、どう取り入れていかなければならないのか、そう

したことをしっかりと検討し、このモデルの構築に至ったものであります。数年のうちに、財

政調整基金が枯渇すると言われた市の財政ですけれども、現実はそこまで悲観的な数字ではな

いことは、広報お知らせ版でも紹介したとおりです。また、コロナウイルスという新たな脅威

がもたらされ、感染症拡大時において、医療資源の再配分や調整するコントロール機能が脆弱

であったことが、明らかになりました。また国全体で進めているデジタル化の波は、医療界に

も大きな変革をもたらしつつあります。 

今回我々が提案する地域医療奥州市モデルは、そうした大きな変化、要因を踏まえた上で、

全く新規に構築したものであり、決して前回提案した内容の修正版ではないということを申し

上げておきたいなと思います。前置きが長くなりましたけれども、それでは資料に戻りたいと

思います。 

１、地域医療奥州市モデルの基本理念と四つの柱です。まず基本理念ですけれども、三つ挙

げております。それぞれの内容については、これまで説明している部分と重なる部分もありま

すが、改めて申し上げますと、まずは、限りある医療資源を最大限有効に活用するため、市立

医療施設、県立病院、民間医療施設、それぞれが持つ強みを生かしたネットワーク型による地

域医療体制を構築するということ。 

続いて、今後増大する介護需要に備えるため、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける

ことができるよう、地域包括ケアシステムを充実させるとともに、その一端を担える医療体制 

を構築するということ。 

最後に、老朽化が著しい総合水沢病院は、救急や感染症対応など、県立病院を補完する機能
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を維持しつつ、急性期医療から回復期医療へとシフトし、あわせて市立医療施設の中核として

コントロール機能を持ち、医療のデジタル化に向けた取り組みや周産期子育てのサポート、そ

して多世代が利用できるまちづくり機能を備えた病院として新たに再建するということであり

ます。 

我々としてはこの基本理念を大きな旗印とし、地域医療奥州市モデルの実現に向かって、現

行の医療体制のあり方を再構築するとともに、新たな取り組みを始めていきたいと考えており

ます。 

四つの柱については、前回ご説明したことと重なりますので、それぞれについては読み上げ

ることはしませんが、共通するのは、ネットワークという考え方です。これについては、次

ページでご説明いたします。 

次のページをお開きください。これは、広報でも掲載した奥州市モデルのイメージ図です。

ここには市立医療施設のみならず、県立病院、民間医療施設、介護施設、地域公共交通、そし

て市民とたくさんの要素が並んでいます。地域医療奥州市モデルのポイントは、これらの要素

をしっかりとつなげていくことです。そして、それぞれがバラバラにサービスを提供するので

はなく、事業者同士がしっかりと連携して、パッケージとしての医療や介護サービスを市民に

届けていきたいということです。症状に応じ、民間医療施設、市立医療施設、県立病院が機能

的に連携し適切な医療を患者に提供する。出産から子育てまで、妊産婦が安心して産み育てる

ことができる体制を構築する。住み慣れた場所で自分らしく生きることができるよう、医療介

護福祉が業種の垣根を越えて連携して支えていく。新型感染症の拡大時においても、リスク分

散し、医療資源を再配分再調整できるコントロール機能を構築する。そして、そういうことを

より効率的に進めるため、また市民の利便性を高めるために、デジタル技術を活用していくと

いうことです。人と人との繋がり、デジタル化による情報の繋がり、医療介護、福祉など、異

業種間における繋がり、こうした繋がりを多層的に重ねていくことで、奥州市全域をカバーで

きる地域医療体制を作り上げていくとともに、地域包括ケアシステムの強化充実、そして病院

を拠点としたまちづくりにもつなげていく、それが地域医療奥州市モデルになります。 

次のページをご覧ください。２、新病院建設候補地についてです。先に基本理念のところで

説明したとおり、老朽化が著しい総合水沢病院は県立病院を補完する機能を維持しつつ、新し

い機能を付与し、新たに再建するとしていますが、こうした新病院の機能や建設候補地につい

ては、広報お知らせ版で４回にわたり特集記事を組み、市民の意見を募るとともに、市民団体

や学校等へ出向いた出張懇談会を実施し、100人近い方から意見を頂戴してきました。その中

では、経済原理だけで、病院の統廃合は考えないで欲しいという意見。民間病院がない地域に

住む人達のことを考えれば、市立病院の統合は反対だという意見。不採算部門に対応するため

に、公立病院は必要だという意見。民間病院や県立病院との連携を強化して欲しいという意見。

将来的にはやはり産婦人科は必要ではないかという意見など数多くの意見が寄せられました。

経営的な観点から、統合はやむを得ないのではないのかという意見もありましたが、全体を投

じ通じては、五つの病院を残すことは賛成であるという声が圧倒的多数でありました。 

新病院建設についても、多くの意見が寄せられました。大きな総合病院ではなく、適正な規

模の病院にして欲しいという意見。今後の医療ニーズにしっかりと対応できる病院にして欲し

いという意見。通院しやすい場所に建てて欲しいという意見。町の発展に繋がるよう、人が多

く住む市街地に建設して欲しいという意見。子供を遊ばせることができる空間がある病院にし

て欲しいという意見。にぎわいのある明るい病院にして欲しいという意見など、多数が寄せら

れました。医師の確保が見込めない中での病院については反対という意見もありましたけれど

も、規模や機能についてはさらなる検討が必要という条件を付した上でですが、病院建設につ

いては賛成という意見が多くありました。我々としては、こうした意見を踏まえ、まずは、12

月お知らせ号でも提示した郊外、市街地、現地建て替えという建設候補地としての複数案を検

討し、利用者の利便性、まちづくり拠点としての可能性、建設コストの低減という三つの観点

から、市街地に建設することが適当であると判断しました。 

次のページをお開きください。前のページで、市街地に建てることが適当であるとしたわけ
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ですけれども。では一体市街地のどこに建てるのかということが問題になってきます。これに

ついては、１、利用者のアクセス面での利便性、２、ネットワーク型地域医療体制の中核とな

り得る適地、３、まちづくり拠点として多世代が集まるエリア、４、コストの低減という四つ

の観点から、建設候補地を検討した結果として、水沢公園の陸上競技場及びその周辺を新病院

建設候補地として提案させていただきたいと思います。 

それぞれの項目ごとの選定理由ですが、①利用者のアクセス面での利便性という観点におい

ては、建設候補地は、鉄道やバスなどの公共交通が充実しているエリアであり、また国道や高

速道路のインターチェンジとも近く、市内、市外からのアクセス面での利便性が優れていると

いうこと。また、車でのアクセスに必要な広い駐車場や、公共交通を利用する際に利用しやす

いバスロータリーを設置できる十分な広さを有しているということ。②ネットワーク型地域医

療体制の中核となり得る適地という観点においては、民間医療施設が集中しているエリアであ

り、また高次医療機関である県立胆沢病院とも近く、症状に応じた転院や紹介、逆紹介など、

相互アクセスが容易であるということ。③まちづくり拠点として多世代が集まるエリアという

観点においては、水沢公園の中にあり、休憩、散策、スポーツ活動等の従来からある公園機能

を活用することもできるため、多世代の人が利用しやすく、賑わい創出が可能なエリアである

ということ。また、水沢の中心部に位置しているため、高校生が集まりやすいエリアであると

いうこと。④コストの低減という観点においては、市有地であり、土地取得費が発生しないと

いうこと。現在策定中の立地適正化計画における誘導区域内に想定されることから、都市構造

再編集中支援事業の活用を見込める場所である。そうしたことが、選定理由になります。 

なお参考までに、現総合水沢病院の敷地面積は、駐車場を含め１万7,400㎡ですが、水沢公

園の陸上競技場及びその周辺は優に２万㎡以上ありますので、十分な駐車場面積を確保できる

場所であると考えます。 

下の表は、今後のスケジュールを示しておりますが、これはあくまでも案でございます。特

に、新病院建設は非常に大きなプロジェクトであり、今後さらに精査を重ね、必要な病床数や

診療科、機能などを検討していく必要がありますので、今後さらに皆様のご意見を頂戴しなが

ら、スケジュールを固めていきたいと考えております。 

次のページをお開きください。最後の資料になりますが、これは新病院に付与する機能や取

り組みの一覧で、八つの項目からなります。①は、機能分化と相互連携に向けた取組です。こ

れは言うまでもなく、新たな地域医療体制を構築するために、絶対にクリアしなければならな

い項目です。五つの市立医療施設、県立病院、民間医療施設の強みを生かしつつ、機能分化、

連携強化を図り、地域全体をカバーする地域医療体制を構築していかなければなりません。②

は、持続可能な病院経営に向けた取組です。公立病院は僻地医療など、採算がとれない分野で

の医療も提供しなければなりませんが、そうであったとしても、基準を超えた赤字は許されま

せん。そのためにも病床稼働率を高め、医業収益を上げていくことが重要であり、そのために

は、適正な人員配置やコスト削減を徹底し、経営バランスを保ちつつ、患者満足度の向上につ

なげていくことが必要です。③は、医師の働き方改革への取組です。令和６年４月１日から、

医師の時間外労働規制が開始されることから、いかに医師の負担を軽減しつつ、医療の質を維

持していくかが重要な課題となります。看護師等医療従事者ら、メディカルによるチーム医療

やタスクシフトの推進による医師の負担軽減を図っていきます。また、若手医師確保対策とし

て、医師養成プログラムの導入も積極的に行っていきます。五つの市立医療施設が取り扱う分

野を幅広く、急性期医療、救急対応、リハビリ、口腔ケア、在宅医療と看取りまで一貫して対

応しており、その総合的な価値は決して低くありません。こうした強みを生かして、医師養成

プログラムの策定を検討していきます。また、働きやすい職場環境の整備という点では、出産

や育児に配慮した院内保育所などの設置も検討していきます。④は感染症対策への取組です。

コロナウイルス感染症対策においては、総合水沢病院が大きな役割を果たしてきましたが、

ゾーニングの問題から一般治療や乳幼児の宿泊ケアを制限せざるを得ない状況となりました。

こうしたことを回避するため、新病院では、患者動線のゾーニングに配慮した施設設計を考え

る必要があります。また検査体制の確立や、感染管理の専門人材の育成も必要となります。⑤
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はデジタル技術の活用です。これはこれからの医療政策を考える上で避けては通れない道であ

りますが、医療のデジタル化は医療サービスの質的、量的な向上に繋がるだけではなく、患者

の利便性向上にも寄与します。また業務の効率化に伴うコストダウンや災害時のバックアップ

も容易となります。こうしたことから、新しい地域医療体制の構築にあたっては、医療のデジ

タル化を大きな柱とし、まずは、市立医療施設間のデジタルネットワーク化を進めるとともに、

次のステップとして、県が構築している県立病院ネットワークとの接続、最後に、民間医療施

設を含めた地域医療情報ネットワークの構築を目指していきます。⑥は、医療と介護が連携し

た地域包括ケアシステム構築への取組です。今後予想される介護ニーズに対応するため、回復

期病床の増床や職員の拡充によるリハビリ機能の強化、訪問看護ステーション機能の強化及び

モバイルクリニックの活用、けあプロｎａｖｉ、ケア倶楽部などの医療介護支援情報提供サー

ビスや、メディカルケアステーションサービスなどを活用した情報共有の促進、特定健康診断

や人間ドック等の健康増進事業の実施、現在は市役所内に設置しています在宅医療介護連携拠

点を新病院に移設するなどして、地域包括ケアを支えられる医療拠点としての役割を担ってい

きます。⑦は周産期・子育てサポート機能です。周産期・子育てサポートについては、当面の

間は県南広域の周産期医療を守りつつ、妊産婦の負担と不安の軽減を最重要目標とし、各種制

度やサービスの拡充を図るとともに、新病院には子育て総合支援センターの設置や宿泊可能な

産後ケア拠点としての役割を設けつつ、あわせて、病後児保育や、医療的ケア児の受け入れに

ついても積極的に検討していきます。⑧はまちづくり機能です。まちづくり機能としては、ま

ずは子育て世代が気軽に立ち寄れる木製おもちゃや絵本コーナーなどを備えた子育てひろばを

設置します。また、市民が自由に利用できる多目的ラウンジの設置、市民活動支援のための多

目的用途の研修室や会議室などを設置します。外にはオープンスペースや散策路など、自然に

親しめる空間を整備するとともに、バスロータリーの設置など、公共交通を利用しやすい施設

づくりに努めます。また、災害時における避難所としての機能も付与していきます。以上が、

資料に対する説明となります。 

最後になりますが、冒頭でも触れましたように、今回提案するこの内容はあくまでも策定途

上のものであり、確定したものではございません。我々としては、今後もさらに皆様方からの

ご意見を踏まえ、奥州市の未来を支える地域医療体制を考えていきたいと思いますので、引き

続きご助言ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。 

以上で、私からの説明を終わります。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 経営管理部佐々木でございます。私からは、資料２の地域医療を奥州市

モデル実現に向けた市立医療施設のあり方について説明させていただきます。先ほど資料１で

説明がありましたとおり、地域医療を支える奥州市モデル実現を目指すための市立医療施設の

あり方について説明をいたします。 

１ページ目をご覧ください。奥州市の五つの市立医療施設の機能と連携について、こちらで

は述べさせていただいております。初めに、１－１、現在の総合水沢病院の機能について説明

いたします。総合水沢病院では、健診などの予防医療から専門的治療まで行う医療機関として

の役割に加え、高齢社会に対応するための地域包括ケア病床を運営してございます。このほか、

特徴的な機能としましては、救急搬送受け入れと感染症対応があり、地域医療の中で一定の役

割を果たしてございます。県立胆沢病院等と連携し、機能分担していることが、地域の救急医

療崩壊のリスクを軽減しているものと考えます。 

(1)の救急搬送受入については、下の図で表しているとおり、県立胆沢病院に次ぐ590件受け

入れており、胆沢病院には中等症以上、総合水沢病院は中等症以下の搬送受け入れ、機能分化

と相互連携を図っております。また、県立胆沢病院医師１人当たりの救急受入件数は40.6件と

なっており、同規模の平均34.5件を超えています。もし受け入れ件数がこれ以上増えれば、胆

沢病院の医師の負担が大きくなることから、総合水沢病院等での受入を維持することが必要と

考えるものでございます。 

(2)の感染症対策についてでございます。新型コロナ感染症の入院患者は、奥州保健所管内
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では、総合水沢病院及び県立胆沢病院並びに江刺病院において受け入れており、中でも総合水

沢病院では、発熱外来を設置し、検査体制を整え、下の図のように、40％を超える入院患者を

受け入れてございます。この患者数については、延べ数でございます。このように、水沢病院

が果たしている機能は、非常に大きな役割を果たしているということでまとめてございます。 

続いて２ページをご覧ください。こちらでは、建て替えを予定する新総合水沢病院（仮称）

の機能について記載してございます。 

初めに、病床機能、病床数についてでございますが、１ページ目でお示ししたとおり、地域

の救急、感染症による医療崩壊を防ぐため、救急患者受入と新型コロナ感染者受入の機能は維

持するものでございます。また、高齢化が進む胆江医療圏で、2025年に必要とされる回復期病

床312床、これは、岩手県保健医療計画にございますが、これに対して令和３年実績で、173床

ということで、まだ計画に達成していないということもありまして、新しい病院では回復期リ

ハビリ病床を50床整備するものでございます。特にも、運動器リハビリを提供できる体制を強

化したいと考えてございます。このことから、病床数は右の図のとおり、一般病床50床、回復

期リハビリ病床50床、感染症病床４床の計104床程度とします。これは現在の許可病床数から

45床減になるものでございます。 

次に、(2)の診療科につきましては、現在、外来診療を行っている内科、小児科、外科、整

形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、精神科を基本としまして、地域で必要とされる診療科を運営

いたします。 

(3)の新たに付加する機能については、先ほど資料１の説明であった中の提案に取り組みた

いというふうに考えてございます。 

続きまして３ページをご覧ください。まごころ病院の機能についてでございます。医療施設

が少ない地域の病院として、入院や一般外来に加え、訪問診療や訪問看護など、住民ニーズに

即した医療を提供しており、これまでの診療機能及び病床48床は維持するものでございます。

地域包括ケアを充実させるため、他の医療施設等と連携を図りながら、在宅医療を支える体制

の構築を目指します。現在、月120から130件の訪問診療と、高齢者の予定外入院に対応できる

体制を維持するものでございます。訪問看護につきましては、在宅医療を提供する病院として、

訪問看護と医療サービスの連携、維持、強化を目指し、多数の介護事業所と相互連携しながら

体制を強化いたします。また脳梗塞、大腿骨頚部骨折等のリハビリ入院の増加を目指します。

歯科口腔外科につきましては、高齢化が進む胆沢での在宅医療を必要とする住民へ歯科医療と

口腔ケアの対応の充実を目指すものでございます。 

次に４ページをご覧ください。前沢診療所の機能でございます。内科を主とした外来診療に

より、地域住民のかかりつけ医としての機能を継続して参ります。再開した2016年度に比較し

まして、外来患者数は1.8倍に増加しており、今後も地域医療に貢献して参ります。心身両面

から患者を診る心療内科の専門性を生かし、胆江医療圏等の医療機関から紹介される心身症患

者への診療ニーズに対応して参ります。また、2016年度と比較し、健診件数3.1倍に増加して

おり、予防医療活動の成果を上げております。この機能につきましても積極的に継続して参る

ものでございます。また、総合水沢病院での専門外来による診療を継続し、医療支援を行って

参ります。全人的医療の視点から、各市立医療施設と連携をしながら、患者と家族の生活に寄

り添う医療の提供を目指して参ります。 

続いて５ページでございます。衣川診療所機能といたしましては、70歳以上の55.2％が受診

する地域唯一の医療機関として、高齢者の外来、入院診療に対応できる医療提供体制を継続い

たします。19床の病床を維持しまして、右の下の右側のグラフが示すとおり、衣川地区外に短

期入所生活介護を利用する高齢者が増加している背景から、短期入所による医療的ケアが望ま

しい患者に対応できる体制を強化して参ります。また、交通手段のない高齢者に対しましては、

オンライン診療等のモバイルクリニック、医療ＭａａＳの実証実験を行いながら、医療提供体

制の強化を図ります。衣川歯科診療所の機能としましては、地域唯一の歯科診療所としまして、

１年間の患者数は5,370人と、胆江医療圏平均の1.4倍の患者を診ていることから、重要な役割

を担っているというものでございます。歯周病対策の強化につきましては、高齢者の健康寿命
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の延伸にも有益なため、医科と歯科の診療所間での併診の取組を進めるものでございます。 

６ページ目をご覧ください。それでは、目指すべき地域医療提供に必要な人員体制について

でございます。総合水沢病院においては、救急搬送の受入維持、回復期リハビリ病床に対応で

きる体制と診療機能の維持のため、内科、整形外科、リハビリの強化に必要な医師４名の採用

を目指します。医師のほかにもリハビリ職員16名、看護師４名の採用を想定しているものでご

ざいます。重要な医師招聘のためには、大学への派遣要請のほか、医師奨学生10名の早期着手

に向けた取組を進めます。医師奨学生のうち、現在６名が医師免許を取得済みでございます。

１名が市立病院に常勤で勤務し、４名が週１回の診療応援勤務を行っております。医師奨学在

籍政状況につきましては、以下の表のとおりでございます。やはり医師確保を進めていくこと

がこれからの最大の課題であり、新病院建設より医師奨学生の地元定着を目指し、業務サポー

ト体制や保育施設の整備など、働く環境の改善や医師確保体制の構築を目指して参ります。ま

た、医師による勧誘と行政が連携した医師確保や、医師派遣ができる財団法人の協力を得る方

策など、検討して進めて参ります。いずれにしても、医師招聘問題対策につきましては、様々

な角度から継続して取り組んでいくことが最重要課題となってございます。 

次に、７ページの医療施設間における相互連携についてでございます。相互連携につきまし

ては、このようなイメージで連携し、具体的な取組は、記載のとおりでございます。ちょっと

ここでは詳細は割愛させていただきますけれども、これ以外の連携のあり方については、関係

機関と十分協議を継続して進めて参りたいというふうに考えてございます。 

次に、８ページ目をご覧ください。このように５施設を機能充実させるためには、やはり継

続可能な病院経営が必要ということで、それぞれの経営改善策についてまとめてございます。

短期経営改善策としては、総合水沢病院では、記載した内容に取り組み、合計２億3,500万円

の増。それから、まごころ病院では、ベッドコントロール策、在宅管理料取得策によりまして

約6,900万円の改善。衣川診療所につきましては、生理検査の実施強化によりまして約600万円

の増収を目指すものでございます。 

そして中期経営改善策としましては、新総合水沢病院におきましては、回復期リハビリ病床

50床を設け、リハビリを強化することによりまして、約５億3,200万円の増収を目指すもので

ございます。これら改善策を講じまして、予測される収入と利益の部分について記載したのが、

９ページ、10ページ目でございます。収入の区分としましては、医業収益、医業外収益、訪問

看護収益の区分で、費用としましては、医業費用、医業外費用、訪問看護費用の区分で表記し

てございます。それによる医業損益、経常損益、純利益という形で表してございます。 

10ページの一番下の行をご覧ください。ここでは、５施設合計の純損益を記載してございま

す。令和３年度の実績につきましては、純損益としましてはプラスの６億6,800万円となって

ございます。これにつきましては、新型コロナウイルス関係の国からの補助金などによるもの

でございました。令和７年度につきましては、５施設合計でマイナス２億6,800万円と想定し

てございます。これは、コロナ関係の補助金が大幅に減額になることと、収支改善策がまだ完

了していない、新病院もまだ完成されてないということから、全体として赤字の予測としてご

ざいます。令和10年度につきましては、新総合水沢病院が開院予定と想定した場合でございま

すけれども、令和10年度につきましては、新病院でのベッドコントロールやリハビリ強化策な

どが成功しまして、医業収益の改善が図られ、他の施設でも経営改善策が実現し、6,300万円

の黒字になるものと予測してございます。令和15年度につきましては、経営強化対策を継続し、

黒字額を積み上げることができまして、9,200万円の黒字ということで目標とし掲げているも

のでございます。 

最後に11ページをご覧ください。予測される資金の見通しということで、新病院建設費に係

る償還金などの見通しについて記載してございます。新病院の建設費につきましては、福祉医

療機構が公表している福祉医療施設の建設費を基に、概算で約55億円と試算してございます。

この建設費を想定した場合の年間償還額、元金及び利子でございますけれども、約1.9億円と

想定され、これを一般会計と病院事業会計２分の１ずつ負担して支払うため、病院事業会計の

実質負担額は年間で約１億円と見込まれます。毎年多額の償還が生じるため、償還に耐え得る
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資金を蓄えておく必要がございますが、９から10ページで予測しましたとおり、令和５年度以

降の赤字が予想されることから、資金の取り崩しが数年間続くものと考えます。ただし、各種

収支改善計画を実施することによりまして、令和10年度末までに純利益が生じ、資金の積み増

しが可能と見込んでございます。公営企業会計の収支につきましては、本業である医業にかか

る収支、医業収支と建設改良、これは新病院の償還金も含むものでございますが、この二つに

収支を分けて計上するため、先ほど説明いたしました９から10ページの収支計画は、建設改良

分、いわゆる償還金を含んだ部分については、収支が含まれてございません。純損益の額がそ

のまま医療局の資金の増減には直接反映されないことから、例としまして、この建設改良分、

いわゆるその償還金も含んだ分を加味した令和15年度、単年度の病院事業の資金見通しをここ

でお示しさせていただきます。令和15年度につきましては、純利益が9,200万円と想定してご

ざいます。もう一つ、建設改良分の収支の差額、２億7,200万円の部分の資金が必要だという

ことで、9,200万円からマイナスとなります。それに加えまして、建設改良費で減価償却費２

億8,100万円、これは支出が伴わない部分での費用でございますので、これをプラスしますと、

１億100万円のプラスとなって、この部分の資金増加が可能と考えているものでございます。

この辺はつまり新病院建設の償還金を支払っても、病院の資金的には黒字となり、安定的な経

営が可能という試算になっているものでございます。 

なお、やはりこの推進目標につきましても、かなり厳しい内容でございまして、ちゃんと改

善策を実施していくこと、それから、そのための医師確保も必要になることと、高いハードル

があるわけでございますが、この部分を目指して、良質な医療の提供を目指して取り組んで参

りたいというものでございます。 

資料の説明については、以上でございます。 

（菅原議長） では、質問は休憩後にお受けしたいと思います。 

   ここで、午前10時50分まで休憩いたします。 

（菅原議長） それでは再開いたします。「地域医療奥州市モデル」及び「新病院建設候補地につ

いて」のご質問等をお受けしたいと思います。15番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） 15番、千葉康弘です。４点質問いたします。１点目が、立地適正化に応募した

場合ですけれども、国の支援というのはどのくらいを予想されているのかについて、１点質問

いたします。 

次に、建設費ということで55億円とされていますが、これはあくまでも建設費だけであって、

医療機器費、これはどのくらいをお考えになっているのかについて質問いたします。また、こ

れは償還ということで、30年ということで示されているのでしょうかということを質問いたし

ます。 

次に、現在、水沢病院ですと、確か人工透析もされていると思いますが、新しい病院では今

までどおり、または利便性を考えられているのかについて質問いたします。 

最後、４点目ですが、新しい病院で訪問診療、例えば、在宅医療介護ということを、新しい

機能ということで、付加ということで載っていますけれども、新しい病院ですと、訪問診療と

いうのを進める考えはあるのかについて質問いたします。 

以上、４点になります。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 私の方からは、１点目の立地適正化計画に関することについてお答え

したいと思います。国の方では、立地適正化計画に計上して、さらに資料の４にもありますけ

れども、都市構造再編集中支援事業というような個別計画がありまして、それに掲載すること

によって、最大で10.5億円、この10.5億円っていうのは、補助金ベースで上限が10.5億円です

ので、例えば、21億円の建設費であれば、最大10.5億円、半分ですね、２分の１の補助金が得

られるというようなスキームが活用できると考えております。ただ、ちょっとこちらにつきま

しては、現在、国の方でもかなり多数のエントリーがあるようでございまして、満額つくかど

うかということについては確約はできませんけれども、一応事業スキームとしては、そういっ

たようなものの活用を検討してございます。 
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以上です。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） まず初めに、建設費55億円のうちで医療機器はというお話でございます

けれども、先ほど説明した55億円の中には、建設工事費のほかにも、もちろん医療機器費、移

転費、予備費等すべて含めて55億円という部分で予測した数字で出しておるものでございます。 

それから、償還金の償還年につきましては、議員ご指摘のとおり30年を見越してございます。 

それから、３点目の人工透析に関しましては、外来で泌尿器外来ももちろん継続するという

ことがありますから基本的には、人工透析も考えていきたいなというふうに思いますが、詳し

い部分につきましては、また今後、検討が必要なものというふうに、基本構想の中で検討して

参るということでございます。 

最後に、訪問診療でございますが、先ほど新たに加える機能としまして、在宅医療介護連携

拠点を新しい病院に設けるということでございますので、そちらがハブとなりながら、まごこ

ろ病院の訪問診療、水沢病院でも訪問診療を行ってございますので、全体をどのように分割し

て担当するかは別にしまして、そういう機能がやはり必要なものというふうに考えてございま

す。 

以上でございます。 

（菅原議長） 千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） ありがとうございます。再度質問いたします。訪問診療ですけれども、例えば、

まごころ病院以外で、前沢とか衣川から訪問診療等の要望もあるかと思いますが、その点につ

いて、例えば、新しい病院でこの機能を持たせてやるという考えなのか、または、前沢とか衣

川にもその一部といいますか、そういう形を出すというふうに考えられているのかについて、

再度質問して終わりたいと思います。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） ありがとうございます。確かに現在、前沢、衣川地区の訪問診療、もち

ろん十分行き届いているという話にならないかもしれませんけれども、今後、まごころ病院が

どのような形で他の医療機関と連携していくかっていうのが一つ大きなポイントになるかなと

思っております。まごころ病院だけで訪問診療を支えるには、やはり荷が重いということもご

ざいますので、この新たな拠点を、在宅医療の拠点を設けるということがありますので、そち

らの方での連携のあり方についても、今後、詳細を検討しながら、できれば広範に対応できる

ように検討して参りたいと、このように考えてございます。 

（菅原議長）17番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 17番、千葉敦です。２点伺います。１点目は、二つ目の資料のページ６になりま

すが、医師確保について、医師奨学生について説明がありましたけれども、医師４名の採用を

想定しているということですが、全体としての医師の必要人数についてはどのように考えてい

るのか、それについて伺います。特にも、コロナを経験して、内科医不足というのを実感して

いると思いますので、その辺はどのように考えておられるか。それから、産婦人科についても、

新しい病院でやるか、或いは民間でやるかにしても、地域には絶対産婦人科、地域でお産でき

る施設が必要だと思いますので、それについてどのように考えているのかお願いします。 

それからもう１点は、新しい病院ができた場合に、現在ある水沢病院の敷地、建物も含め、

建物を活用できるかどうかわかんないですけれども、現在のその病院の活用等、やはり中心市

街地内にありますので、どのように今後考えられるのかお願いいたします。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 医師の確保数でございますが、こちらで４名というふうに明らかにして

ございますが、現在の医師にプラスして４名は増員が必要という意味でございます。確かに、

４名以上もちろん必要なわけでございますが、やはりこちらのリハビリ等回すには、内科、整

形外科、リハビリ担当の医師が４名必要だなというふうに記述しているものでございます。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） １点目の産科の関係ですけれども、これにつきましては何度か市長の
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方からもありましたけれども、基本的にすぐには奥州市の中で分娩をするというのはなかなか

難しいかなというふうに思ってございます。それは、何よりも１人ということでは対応できな

いと、やはり最低でも産科医が４名、さらに小児科医とか麻酔科医とか、さらに助産師さんと

看護師さん、チームでやっていかなければならないと。そういうことを考えますと、なかなか

難しいと。なので、基本的には現在の県南広域の周産期を守っていきたいということが基本的

な考え方でございます。ただ、とは言いつつも妊産婦さんのアンケート等も実施してございま

して、やはり妊婦健診等については、やはり市内でやりたいというか、そっちができる環境を

整え、やって欲しいなというような声が結構、多数ございますので、そこについては現在、産

科の皆様５名いらっしゃいますけれども、その方達と協議の場を持ちまして、連携した形で、

安心して分娩の際は県立病院につなげられるような形で持っていけるような仕組みを今作って

ございますので、当面は、そんな形で対応していきたいなというふうに思ってございます。 

２番目の現水沢病院の跡地の活用につきましてですけれども、基本的には解体いたします。

なので、更地になるということで考えてございます。新しい病院のコンセプトとして、まちづ

くり機能を備えるというようなことについて、当然そうなるなれば、矢巾町、岩手医科大学病

院の移転がありましたけれども、たくさんの人口集積が進みましたので、もしかすれば、そう

いう跡地に新しい住宅等が建つということも含めて考えられますので、我々としては、そう

いった形も含めて活用を考えていきたいなというふうに思ってございます。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉敦議員。 

（千葉敦議員） この医師確保については、本当に現在いる先生方を引き止めるといいますか、そ

ういった意味においてもやはり、今後、しっかり確保する体制っていうのを作らなきゃないと

思います。奨学生だけに頼るのではなく、例えば、県の奨学生であったり国保連の奨学生で

あったり、そういったところからも奥州市にしっかりまわしていただくような行動といいます

か、市としての要請も必要ではないかなと思いますが、それについて伺います。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 県或いは国保連の奨学生の配置につきましても、これまでも取組をして

ございますし、今後ももちろん継続して強くお願いしていきたいというふうに考えてございま

す。 

（菅原議長） 他にございますか。19番、及川佐議員。 

（及川佐議員） ２点についてお伺いします。１点は、病院経営強化プランっていうのが、令和５

年の上半期に作成するということになっていますけれども、今回、地域医療奥州市モデルの候

補地についての資料２については、かなり経営についてコメントしてありますけれども、この

件と病院経営強化プランとの関係、或いはもう少し資料含めて経営実態についてはどうするか、

その関係について、まずどうお考えなのかお伺いします。 

それからもう１点ですが、資料２の救急搬送受入についてお伺いします。これによると、従

来どおりの救急搬送を想定しているというふうに見受けられますが、これは、一つは県立病院

との連携が大きな問題になります。特に、胆沢病院が大きな役割を果たしていますので、これ

をさらに従来どおりをそのまま行うっていうのであれば、胆沢病院との連携は、具体的にどの

ようなところまで踏み込むのか、これについてお伺いします。 

あわせて関係しますけれども、今回、病床数を150床ぐらい削減して、リハビリ関係で50床、

その他一般病床で50床になっていると思うんですね。救急は、この中でどの程度の病床数を占

めるというふうに考えていらっしゃるのか、これについて３点ですけれども、お伺いいたしま

す。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 今回の経営見通しとそれから経営改善策と、次期に作成する強化プラン

の関係性ということでございます。強化プランにつきましては、来年度までに策定をしなけれ

ばならないのですけれども、この策定業務のコンサルティングにつきましては、今回、あり方

案の資料をいろいろ検討していただきましたサイプレス様に継続してお願いするものでござい
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ます。ということで現在、サイプレスさんから提案のありました経営改善策、経営見通しの部

分について、きっちりと詳細を、経営強化プランは５か年の部分でございますので、そちらの

方で、新病院に関してはその後になりますけれども、それに向けてどのように年度ごとに改善

していくのかを、きっちり今後、検証していくということでございますので、今回の資料２の

提案内容と強化プランの内容については、整合性がとれるものと考えてございます。 

それから、県立病院との連携でございます。確かに救急受入、或いは感染症対応など、県立

病院との連携が非常に重要になってくるというご指摘のとおりだと考えてございます。今後、

まだ具体的にいつという部分はお示しできないんですけれども、先ほど市長がお話したとおり、

県立病院も含めて、この奥州市の地域モデルのあり方、この部分については、検討をしていか

なければならないなというふうに考えてございます。 

それから、救急受入はどの程度、どのように対応するんだっていうふうにございますが、２

ページ目にある新病院の病床機能の中の一般病床50床の中で対応をしていきたいというふうに

考えるものでございます。 

以上でございます。 

（菅原議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） 病院経営プランに関しては、今回も含めた整合性があるという意味で相談をされ

ているというふうに理解しましたので、それならばっていう細かな話はいっぱいありますけれ

ども、とりあえず、その関係者がある了解の上での資料だというふうに考えてよろしいかどう

か、確認をお願いします。 

それから、救急医療に関してですけども、以前との違い、以前は、救急医療は、今回みたく

回復期リハビリが50床で、残りの一般病床が50床というふうに、今回はっきり分かれています

ので、回復期リハビリ病床は、これはこれで非常に重要だし、収入源になると思います。ただ

し、一般病床の中で、救急は従来とおり受けながら一般病床はむしろ50床と狭くなったわけで

すよね。この辺は、本当に大丈夫かというふうな気もしますが、大丈夫だと。むしろ救急に対

する病床数が減っているような気がしたものですから、大丈夫かという確認をしたいと、２点

について伺います。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） ありがとうございます。経営強化プランと今回のこのあり方の部分につ

いては、もちろんそのとおりの内容でサイプレスの方も了承しているというものでございます。 

それから、県立病院との部分の方向性につきまして、先ほど市長がと言いましたが、ちょっ

と私の勇み足でございまして、１の説明の中でということでございました。すいません。 

あとは、救急の対応、50床で足りるのかということでございますが、現在の状況から見ても

50床でも十分対応できるというふうに考えてございます。 

（菅原議長） 他にございますか。９番、小野優議員。 

（小野優議員） ９番、小野です。３点お伺いいたします。まず、今も県立病院との連携とか、そ

れから在宅医療に関する範囲の質問がありましたけども、前回もお聞きしましたが、江刺地域

に対してどの程度、今現在考えてらっしゃるのかっていうのを改めてお示しいただければと思

います。県立江刺病院があるからそこでいいという話なのか、もう少し何らかの、例えば、在

宅医療の範囲を広げるというふうに考えてらっしゃるのかというところを確認させてください。 

それから、経営資金に関してなんですけども、これまでの議論の中で、やはり一般会計から

の繰出金というところがある程度議論のポイントになってきた部分かと思いますが、今回示さ

れた中で、一般会計からの繰出金という部分に関して、ちょっとどういうふうに数字で見てい

いのかわからなかったので、その点ご説明いただければと思います。 

それから、場所に関してなんですけれども、水沢公園を想定されているということでしたが、

その件に関しての公共施設の個別管理計画との関係をどのように整理なさっているのかという

ところを確認させてください。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 江刺地域の対応はどうするのかというご質問にまずお答えします。議員
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おっしゃるとおり、江刺病院さんとの話し合いが必要かなというふうに考えてございますし、

在宅医療に関しましては、やはり拠点、連携を考える中で、どのように県立病院或いは民間医

療施設も含めまして地域包括ケアをどのように推進していくかという部分について、ちょっと

対応を検討していく必要があるものと考えてございます。 

それから、市からの繰入金につきましては、大体、現在の規模である約15億円をそのまま継

続するという内容で収支見通しの方も作成しているものでございます。 

以上でございます。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 建設候補地につきましては、陸上競技場とか体育館とかあるわけです

けれども、それぞれ個別施設管理計画の中に位置付けられております。一応、今の計画の中で

は、水沢陸上競技場については、まず廃止というような方向にはあります。ただ昨日、体育協

会様、陸上競技協会様等でお話をしまして、それらについて、結局なくなるといいますか、そ

ういったものが建つわけですので、代替地みたいなところについてぜひ検討願いたいみたいな

お話も受けましたので、それにつきましては、これから病院を建てるに当たっては、公園全体

の敷地の活用についても、改めてその構想的なものを作った上で考えていかなければならない

と思いますので、その上で、そうしたような機能も含めて考えていきたいなというふうに思っ

てございますが、担当部の方とも、そのような話の中で進めていきたいなということでのコン

センサスをとってございます。 

以上です。 

（菅原議長） 小野優議員。 

（小野優議員） まず、今お聞きした３点の部分を、やはりこれから市民説明会をしていく上では、

必ず聞かれるポイントではないかなというふうに思っておりますので、今後、改めて資料等作

成なさると思うんですけども、そういった他の議員さんがお聞きした部分もそうですが、そう

いったところを、資料をもう少し細かく作っていかれるべきではないかと思いますので、その

点についてお伺いいたしますし、資料をふやすかどうか、改めるかどうかという部分。 

それから、一般会計からの金額に関して、今現状のっていうことではありましたけども、今

回の奥州モデルの構築の中で、財政的にこの15億円という金額がどこまで耐えられる、いつま

で耐えられるものかという部分も、おそらく議論のポイントになってくるんじゃないかなと個

人的には思っているんですけれども、その金額の部分に関して、これから15億円という金額を

固定していくという話なのか、さらに経営改善を進めて圧縮を図っていきたいというふうに考

えてらっしゃるのか、お答えいただければと思います。お願いします。 

（菅原議長） 倉成市長。 

（倉成市長） 私の方からちょっとお答えしますが、まず江刺地域の対応ですけれども、これは、

実は公共交通、市街地の整備の中で当然、公共交通の利便性を図るわけですね。それによって

当然、新幹線からの公共交通、それから江刺からのといろんな形を、利便性を図っていく上で、

江刺の方が水沢病院を利用できるような形にしていくというのがありますし、あと今検討して

います遠隔医療の医療Ｍａａｓ。これ、実は北上市は、もう始めているんです。ということは、

今後は、北上、それから一関との医療連携が必要になってくると思っているんですね。ですか

ら、電子カルテ化することによって、北上市の医療Ｍａａｓが、例えば、梁川地区であるとか、

そういうところをカバーできるという、そういう将来的な見込みもあるわけですね。ですから、

ちょっと医療圏を広げた上で今後を考えると、周産期医療もそうですよ。周産期医療、今、県

内では、産婦人科医は３年間で８人いなくなっています。ですから、両磐地域も、それから北

上の中部地区も、今のをキープするだけでも大変なんです。そういうことを考えた上で連携と

いうことを考えていかなければいけないという点が１点。 

それから、一般会計の繰出金の件ですが、実は今回、リハビリ機能っていうか、一旦救急で

運ばれて、そのあと入院して、リハビリ期間を終えて出ていくっていうことによって、実は、

他の市町村では、介護の費用の方が下がってきます。今、奥州市では年間大体110億円ぐらい

の介護の請求が来るわけですね。市として払っているのは14億円ぐらいですけども、その分が
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下がってくるという考え方も成り立つわけで、やはり市全体の出費としてこの計画をどう評価

するかっていう形で見ていただければなというふうに思います。 

以上です。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 市政懇談会における資料は、この資料ではちょっとさすがに難しいと

いうか、足りないというふうに思ってございますので、もう少しわかりやすい、あと動画等も

入れた形で作りたいと思います。また、今日ご指摘あった点も踏まえて、少しわかりやすい形

で説明したいと思います。ありがとうございます。 

（菅原議長） ８番、東隆司議員。 

（東隆司議員） ８番、東です。資料１の４ページの新病院建設スケジュールについてというとこ

ろで確認いたしますが、一番上に、地域医療奥州市モデルの決定が令和４年度下半期、つまり

この３月までということなんですけれども、これは、モデルの決定ということだけということ

なのか、病院のスケジュールですから、この病院の場所を含めた全部がこれに含まれるのか、

一応確認いたします。 

２ページに戻りますと、今回のモデルのイメージ図は、かなり多様な主体が関わります。例

えば、市の基幹施設言えば、地区センターであったりとか、あと民間であれば、公共交通、宿

泊、その他諸々の方々が絡むと、こういうイメージになっていますけど、これらの方々には、

こういったことで進めたいという大きな説明とか、合意とかあるんでしょうか。多分、そこま

で時間的になかったんだろうなと思いますので、これはあくまでモデルを決めた上で、これか

らご理解をいただくような形に入っていくのかどうか、教えてください。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 今のご質問についてお答えいたします。全く議員ご指摘のとおり、こ

のモデルにつきましては、本当に多様なステークホルダーが絡んでおりますので、今の時点で

すべて調整をとってここに書いているわけではございません。また、特にも病院は、実は我々

が建てるといっても、国の方で認めませんとか、本当に様々な手続きとかそういったものがご

ざいます。なので、さらに精査を加えて、本当に見込みというか、持続可能なものなのかどう

かも含めて考えていかないと、とても建てられませんので、あくまでも我々としては、方向性

というかそういったようなものをまずお示しをして、あと、あり方にも関係するんですけれど

も、すぐできるものとすぐできないものが混在していますので、そこら辺も含めて、すぐでき

るものについては、ある程度できるところからスタートしようということもありますし、少し

関係者との協議が必要なものについては、当然、また関係者と協議しながら進めていきたい、

そのような形で、まずは方向性をこのモデルというふうに置き換えて、足がかりにしていきた

いなと、そういうような位置付けでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 東隆司議員。 

（東隆司議員） わかりました。明後日から説明会が始まります。そこで、先ほど冒頭に菊地副主

幹の方からは、あくまでもこれはフィックスしたものでないということは説明ありましたけれ

ども、その中で特に、時期的に、スケジュールが３月までもう今日１月16日ですので、２か月

半で、たとえ形だけですと、イメージだけですというものの、これが決まれば、やっぱりこの

方向で行くのは当たり前なんですけれども、ここに疑義があるのであれば、もう少しこうすべ

きじゃないか、もう少し考えさせてくれみたいな話があった場合は、このスケジュールも含め

て見直すお考えはあるのでしょうか、お尋ねして終わります。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） ただいまの質問についてお答えいたします。まさにそのような話が出

てくるかもしれません。実際問題として、やはりもう少し時間が欲しいとか、そういったこと

があるかもしれません。なので、我々としても、この令和４年度の下半期に必ず絶対ここで

フィックスさせようということではありません。ただ、やはりこういったものがないと、なか

なか話も進まないところもございますので、まずは、我々としてこういったスケジュールで考
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えていきたいがいかがでしょうかという形で、市民とか関係者の皆様に丁寧に説明して参りた

いというふうに考えてございます。 

以上です。 

（菅原議長） 他にございますか。10番、及川春樹議員。 

（及川春樹議員） 10番、及川春樹です。前段の説明で、これまでの考え方というお話があったの

はわかりました。そこで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今後、ＩＣＴ化、ネット

ワーク化を進めるっていうことなんですが、市としては、ネットワークの中核というような位

置付けで考えているようですけれども、県との役割分担って言えばいいでしょうか、それらに

ついてどのようにお考えになっているかっていう点。 

あと、その民間医院・病院との連携っていうのは、必須だと思うんですけれども、昨年末の

医療懇話会では、ネットワーク化になかなか協力できるところとできないところのお話があっ

たと思います。それについてと、あと同様にコスト負担がかかるんですけれども、それは、民

間の病院にお願いするのかといった点と、また、個人病院のお話を聞きますと、なかなかカル

テの共有っていうのは、自分のところから持ち出して外部に提供するって、なかなか馴染まな

いようなお話だったと思うんですけど、それらについてどのようにお考えになっているか、以

上３点、お聞きしたいと思います。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） ネットワーク化につきましてですけれども、こちらについては、いろ

んな取組が各地されているんですけれども、やはり県のネットワークと繋がらないと意味がな

いだろうというふうに我々は考えております。県も、実はもうすでにネットワークがあって、

ちょっとこれはまだ確定ではございませんけれども、令和６年、７年ぐらいから市立病院とい

うか地域ともつなげていきたいというようなことは、県の担当課もお話しされているようです

けれども、そういう中で我々もそこにつなげていけるような形に持っていきたいなというふう

には思っております。 

このネットワークということも、例えば、先ほどおっしゃられた電子カルテを全部一緒につ

なげるのかとか、そういうところもいろいろとそれぞれの認識がございまして、これ、国の方

でも今盛んと議論されているんですけれども、共有できる情報っていうものを決めましょうと

いうようなことで、全部が全部共有しましょうということでもなくて、電子カルテのうちの一

部、必要なところだけを共有しましょうかといった議論が、並行して進められています。電子

カルテを標準化しようということで、国の方で今進められております。なので、そういった点

も踏まえて、共有化のプラットフォームを作っていきたいなと思ってございますので、すべて

がすべて共有化するというようなことではないというようなことでございます。 

あと、いずれ最終的には民間の方にも入っていただきたいと、そうしないと意味がないんで

すけれども、それについても負担が当然かかってくることも想定されます。ただ、その点にお

きましても、強制的にやるとかということでもなくて、まず乗り換えられるところから入って

いただきたいとか、そこら辺は、医師会様と詰めていきたいなと思っておりますし、また、そ

れに対して何がしかのインセンティブとかがないと、そういうことも考えられるのではないの

かなというふうには考えてございます。 

以上でございます。 

（菅原議長） 倉成市長。 

（倉成市長） ちょっと電子カルテの補足なんですが、今、実は国の方でリアルワールドデータっ

ていうところの利活用が進んでいまして、これは、どっちかっていうと、薬を作るっていう視

点で、各製薬会社が進めているんですね。で、これは電子カルテのデータもそうですし、レセ

プトデータとか、それから健診データ、いろんなものを第三者が使えるような仕組みを作ろう

としているんです。それもあって、今マイナンバーカードの利活用の幅を広げるとか、いろん

なことをやっているわけですね。そういう流れの中で、電子カルテのデータ、つまり市町村で

使うにはどの程度まで許容できるかとか、そういう議論が国レベルで起きていますので、そう

いうものを活用しながら進めていくと。ということは当然、民間の病院もそういうところに協



20 

 

力せざるを得ないというと変ですけど、協力しやすい体制になっていくと思いますので、国の

流れを見ながら我々も進めていくという基本的な立場です。 

（菅原議長） 及川春樹委員。 

（及川春樹議員） 10番、及川です。ありがとうございました。ちょっと確認したいのですが、基

本的には、国・県が進めるデータベース化っていうんですか、それに乗っかって市の方で地域

医療のネットワーク化を進めるということでよろしいですよね。その主体となるが、この説明

でありますと、市の方が中核的な役割を担うというような形で書いてありましたので、どこが

基本的な構想を作って、それらを運用してくのが市であるのかっていうところを確認したかっ

たので、そこだけお聞きして終わりたいと思います。 

（菅原議長） 倉成市長。 

（倉成市長） 議員おっしゃるとおり、これ、ネットワーク化を進めるためには初期投資が必要に

なります。ですから、やり方を間違えると無駄投資があると。それは前提で考えていまして、

県の方とも担当がいろいろと話をしていますけれども、基本的には、奥州市モデルっていうこ

とに関しての県の理解を深めてもらって、その中で県がどう協力できるか、我々に。先ほど

言ったように、今、国全体で動いている電子カルテ化の流れに、仕組みとかシステムも含めて、

どのように共有化システムを作っていくかっていうことが、我々の検討材料になると思います。 

ですからこれ、短期的にできないんで、当初は、公立病院、つまり市立病院の中でその仕組

みを作って、かつまた、ひょっとしたら保健所までいくかもしれませんけど、そういう仕組み

を作って、そのあとに、民間のところに協力を依頼するというツーステップになるというふう

に今考えています。 

以上です。 

（菅原議長） 菊地政策企画課副主幹。 

（菊地政策企画課副主幹） 補足でございますけれども、県の方とは私は何度かお話をしているん

ですけれども、実は、県の方も我々のこのモデルに非常に関心を持ってらっしゃいまして、特

にこのネットワークに関しては、ぜひ県と結びつきつけていきたいというようなこともお話を

されておりますので、我々としてはそういったところも含めて、県とまず一緒になって考えな

がら、できれば何とか第１号というわけじゃありませんけれども、そういう中で、県と連携し

て準備を進めていくようなことを進めていきたいなと思っております。 

以上です。 

（菅原議長） 18番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 18番、廣野富男です。３点ほどお伺いします。資料２の方の８ページですが、

継続可能な病院経営としての改善策ということで、短期、中期の経営改善策が今回、示されて

いるんですが、この短期っていうのは病院ができるまでの間と、中期は病院建設後という捉え

方をするのか、一つお願いをします。 

短期改善策で３億1,000万円ほど見込んでいるわけで、それぞれ具体の数字が出ております

が、これの積算資料っていうのは、これ、出せるのかどうか。出していただければと思うんで

すが、その点お願いいたします。 

３点目は、令和10年には５億円の医療収入が増えるわけですが、リハビリ強化というふうに

は書いておりますけど、これは、医師４名の確保が前提で５億円が確保できると理解をしてい

いのかどうか。あわせて、先ほど一般財源からの繰出金15億円については続けると、これを基

本にしているということですが、資料の９ページの予測される収入と利益、令和３年から令和

15年の水病さんの医業外収益は、令和３年度については17億円。令和７年度には６億円、以降

ずっと６億円になるんですが、私、繰出金を減らせるのだなというふうに見たんですが、先ほ

どの15億円の部分については、これでいいますと、どこに入っているのか、併せて確認をした

いと思います。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） まず、１点目の短期、中期経営改善の捉え方っていうことでございます

が、基本的には、確かに新病院建設まで最低でも５年以上はかかるのかなというふうに予想し
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てございますので、５年以内の部分について短期経営改善、基本的には、すぐにでも取りかか

れるものを短期という部分で示してございます。それから、中期につきましては、新総合水沢

病院でございますので、新しい病院体制ができてからというイメージでくくっているものでご

ざいます。 

続いて、２番目の令和10年度の黒字になるためには、ドクターの採用とか増員が必要なのか

と言われれば、確かにそのとおりだなというふうな部分は考えてございます。それに向けて、

取組を強化していかなければならないというふうに考えてございます。言い忘れましたけども、

経営改善の資料につきまして、こちらでどういうものが出せるかも含めまして検討させていた

だきたいというふうに考えてございます。 

それから、繰出金につきましては、医業外収益に入っているものでございまして、令和３年

度の大きい数字につきましては、先ほど説明させていただきましたけれども、国からのコロナ

関係の補助金が入っているので、大きく見えるものでございますが、通常であれば、こちらに

示した６億円の部分を基礎として算定しているものでございます。なお、新しい病院の規模と

かにもよって繰入金の部分は変動するということでございますので、目標としましては、現在

の総額の15億円を上回らないような部分での経営は必要かなと考えてございます。 

以上でございます。 

（菅原議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 今回、数字が出ておりますので、その積算された資料については、ぜひ提供を

お願いしたいというふうに思います。この５億円の根拠ですが、体制については、確か医師と

か、看護師とか、あとリハビリ、療法士といいますか技師とかを見込んでいるわけですが、も

しかすると、これは、あくまでも医師が確保できた時に限って５億円が確保できるということ

なのか、医師が確保できなくても５億円が確保できるという捉え方をすればいいのか、その点、

一つお願いをしたいと思います。 

それと、ちょっと記憶が間違っていたら申し訳ないんですが、水病に対する繰出金というの

は８億円だったんではないかと私、記憶しておったんですけど、この計画ですと６億円ですか

ら、これは、圧縮するというふうに見たんですけど、これは私の捉え方が間違っているという

ことなのか、その点について確認させてください。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） リハビリによる５億円の増収ということでございますが、確かにドク

ターを常勤で整備できれば、やはりスムーズに実現するものと思いますが、これはあくまでも

その部分をまず目指して計算したもので、例えば、人数が４人から２人のときはどうなるのか

とか、いろんな場合も想定されるものというふうに考えてございますので、経営強化プランも

そうなんですけれども、その辺も詳細について検討が必要なものというふうに考えてございま

す。 

なお、その水病の繰入金については、ちょっと時間をください、今資料を見ますので。この

部分は、医業費用の部分での金額でございます。その他、別立てで資本的部分への繰り入れも

ございますので、全体で８億円ということになるものでございます。 

以上でございます。 

（菅原議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 再度、医師確保の部分で確認をします。確か以前に、１人医師を確保すると、

約１億円から１億5,000万円ぐらい医業収益を上げることができるというお話があったんですが、

もしかすると、この計画は計画としても、実際として１人とか２人となった場合、これは、そ

の時点で再度その見直しをするという、当然この１年、２年かけて強化プランが策定されるわ

けですけど、その医師の確保状況によっては、今日とは違うプラン提示が出る可能性もあると

いう理解でよろしいのか、それを確認して終わりたいと思います。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） ご指摘のとおり、医師の確保４人が実現しない場合について、計画の変

更の検討も必要だというふうには考えてございます。 
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以上でございます。 

（菅原議長） 他にございますか。27番、今野裕文議員。 

（今野裕文議員） 27番、今野です。感染症病床については、どういう扱いになりますか。 

（菅原議長） 佐々木経営管理部長。 

（佐々木経営管理部長） 新病院につきましても、２ページ目でお示ししたとおり、現在、水沢病

院で指定を受けている感染症病床４床については、継続して持ちたいなというふうに考えてご

ざいます。そして、新型コロナ等で感染症が蔓延した場合には、一般病床等を活用して、現在

もそのとおりなんですが、きちんと感染対策をして、一般病棟で受け入れるような格好を取り

たいと思っております。 

（菅原議長） 他に。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

なければ、説明事項の②は、以上といたします。 

では、説明者入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 

⑦ 広報誌の月一回発行への変更とデジタル媒体を活用した広報活動の強化について 

（菅原議長） それでは再開いたします。都合により先に⑦の説明をしたいと思います。⑦広報誌

の月一回発行への変更とデジタル媒体を活用した広報活動の強化について、説明いただきます。

二階堂総務企画部長。 

（二階堂総務企画部長） それでは、資料をご覧いただきたいと思います。趣旨のところに書いて

おりますけれども、現状、月に２回の発行、本号とお知らせ版の方を発行しておりますけれど

も、令和５年４月から月１回発行にしまして、本号に集約すると。本号は、掘り下げてわかり

やすくお知らせできるように充実をさせたいと。併せまして、タイムリーで広い情報発信につ

いては、デジタル媒体の活用による活動により強化したいというものでございます。 

具体については担当課長から説明をいたします。 

（菅原議長） 村上都市プロモーション課長。 

（村上都市プロモーション課長） それでは、私の方からご説明を申し上げます。資料１枚目２番

の広報誌の月一回発行への変更の理由でございます。即時性や拡散性にすぐれたＳＮＳ等を活

用した情報発信の強化が求められているところでございます。一方、広報誌におきましては、

昨年10月に紙面のリニューアルを行いまして、市民から概ね好意的な評価を受けていますけれ

ども、月一回発行にすることで、よりわかりやすく掘り下げた内容の広報誌を市民に届けたい

というふうに考えてございます。 

その下の囲みの部分でございますけれども、現状、広報紙は本号が第２木曜日で標準20ペー

ジ、お知らせ版として第４木曜日で８ページを発行しておりますが、令和５年４月から、本号

を第４木曜日発行で標準24ページに変更したいというものでございます。 

併せましてデジタル媒体を活用した広報活動の強化ということで、(1)、(2)、(3)、(4)と挙

げておりますが、それにつきましては、次のページでご説明を申し上げたいと思います。 

次のページをご覧ください。デジタル媒体を活用した広報活動の強化ということで、今後の

広報活動は、次の四つの柱を軸として情報発信の強化を行って参りたいというふうに考えてご

ざいます。 

一つ目として、「ぽちっと奥州」の利便性の向上でございます。市独自アプリによる市政情

報の発信は全国的にも珍しく、ぽちっと奥州自体が市の情報発信の強みの一つと言えます。即

時性のある情報発信と、住民と双方向の情報共有をより強化をし、広報活動を行って参ります。

また、年度内に子育てに関する項目、タイルと読みますが、それらを追加するほか、来年度に

おきましては、ＬＩＮＥとの連携も予定をしておりまして、今後もアプリを活用した情報発信

の強化に努めて参ります。 

二つ目ＳＮＳ等活用した情報発信でございます。現在、ホームページだけではなく、フェイ

スブック、ツイッター、インスタグラムを活用した情報発信を行っております。今後も、必要

な情報をよりタイムリーに多くの方に届けるため手法等を見直しながら、ＳＮＳ等を活用した
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情報発信の強化に努めて参ります。 

三つ目ですが、高校生との協定を活用した双方向の取組でございます。現在、市内の複数の

高校と連携協定を締結しているところでございます。広報紙面では、すでに定例コーナーを設

けているところでございますが、さらに、ぽちっと奥州内に、高校生が投稿できるコーナーの

新設を予定しております。若い世代からの意見を取り入れるほか、生徒みずからが課題を設定

し、解決に向けて知識を深める探求学習の情報発信など、新たに若者の目線の新鮮な情報を届

けて参りたいという考えでございます。 

四つ目、デジタル媒体の活用強化に向けた高齢者支援でございます。発行回数を月一回にす

ることにより、内容がわかりやすく充実した紙面の広報誌を、デジタル機器を持たない高齢者

にも引き続き届けて参ります。また、衣川地域で先行して行っている高齢者デジタルサポー

ター育成講習会を市内全域に拡大し、スマートフォンの操作に不慣れな高齢者の相談に対応す

るほか、スマホ教室の開催により、デジタル機器の活用を推進して参ります。 

４番目でございますが、実施までのスケジュールの予定ということでございますが、２月９

日の広報誌２月号に、広報活動の変更について掲載を予定しております。あわせて、３月23日、

広報誌３月のお知らせ版でも周知をし、さらに市ホームページやＳＮＳでも情報発信をして参

りたいというふうに思っております。年度を越えまして、４月27日ですが、広報月一回発行と

いうことで、４月号の発行を予定しているところでございます。 

説明は、以上でございます。 

（菅原議長） ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。特にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

ないようですので、説明事項の⑦については、以上といたします。 

それでは、午前中の説明については、以上といたします。ここで、午後１時まで休憩いたし

ます。 

 

③ 新型コロナウイルス感染症対策の対応状況について 

（菅原議長） それでは再開いたします。次に、③の新型コロナウイルス感染症対策の対応状況に

ついて、説明をいただきたいと思います。高野健康こども部長。 

（高野健康こども部長） 新型コロナウイルス感染症の対応状況について、対策本部から報告をさ

せていただきます。感染者については、年明け後も依然として高止まりの状況が続いておりま

したけれども、ここ数日は若干減少傾向に転じているように見受けられます。学校等も始まっ

ておりますので、注視が必要かなというふうに思っております。死亡者の報告が毎日のように

５人、６人、７人というような数になっております。感染者全体の数を減らしていくことが必

要であろうというふうに思っております。 

本日は、12月21日に開催いたしました本部会議の開催状況について報告をさせていただきま

すとともに、年末年始に実施いたしました無料の検査キットの配布の結果と、それから岩手県

の本部会議から特徴的なものについて説明をさせていただきたいというふうに思います。 

詳細につきまして、担当の方からの説明とさせていただきます。 

（菅原議長） 菅野健康こども部参事。 

（菅野健康こども部参事） 健康増進課の菅野でございます。それでは、新型コロナウイルス感染

症の対応状況についてご説明いたします。 

１ページをご覧ください。１の報告でございます。市の対策本部会議については、12月21日

に開催しております。それから、県内の陽性者の状況、保健所別１週間当たりの新規の感染者

の状況でございます。資料の数字は、１月10日、火曜日、県の公表数値となります。年末年始

を挟んだ12月28日から１月３日の１週間は、多くの医療機関が休診となっていた影響もあり、

直近の１週間も含めまして、感染者の数は少なくなっております。 

中学校が先週から小学校の多くが、今日から３学期が始まるということで、児童・生徒の感

染とその家族への拡大しないよう、改めて感染対策の徹底が必要と考えます。県内の病床使用

率も高い時期で45％近い時期もございましたが、現在は30％台に下がっております。 
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２ページをご覧ください。奥州保健所管内の昨年の４月から１月10日までの１日の感染者数

を棒グラフで表したものでございます。12月20日に、過去最多の284人を記録いたしましたが、

それ以降、少しずつではありますが減少傾向となってきております。 

３ページをご覧ください。12月21日開催の本部会議の報告、協議事項となります。内容につ

いては、本日の説明資料と同じ作りとなっておりますので、資料に沿ってこのままご説明いた

します。 

４ページ、ワクチン接種についてをご覧ください。１の接種率、１月10日現在の数値となり

ます。オミクロン株対応のワクチン接種率は、12歳以上が対象者となりますが、接種率で

50.51％、５歳以上11歳以下が１回目終了で43.23％。、６か月以上４歳以下が4.36％となって

おります。 

２の集団接種の終了についてです。これまでプラザイン水沢、それから江刺総合支所などで

集団接種会場を設置いたしまして接種を進めて参りましたが、今月の１月で市が行う集団接種

を終了し、２月以降については、接種に対応いたします医療機関に接種予約して対応して参り

ます。 

３のワクチン種別の変更についてです。オミクロン株対応の感染拡大を考慮いたしまして、

11月２日よりＢＡ１に対応したワクチンに切り換えて接種を進めてきたところです。ＢＡ４/

５の在庫がなくなり次第、ＢＡ１対応ワクチンに移行いたします。このワクチンの種別の変更

は、県内各市町村同様の対応となります。 

続きまして５ページ、年末年始のキット配布についてをご覧ください。このキット配布につ

きましては、12月13日開催の全員協議会で説明したものでございますが、配布方法について、

事故なく安全に確実に配布するために、事前に電話申し込みをしていただき、受付をしていた

だいた方へ配布するという形で対応をいたしました。この電話受付方法により、混乱なくス

ムーズに配布することができました。 

配布実績をご報告いたします。右下の配布数量となります。予定どおり、12月29日から１月

３日までの６日間、午前10時から午後１時までの３時間、江刺総合支所の駐車場でドライブス

ルー方式により配布いたしました。６日間のトータルで212件。車の台数で212台となります。

配布キットの数で473個でございました。日別の内訳は、ご覧のとおりでございます。 

キットを受け取った方の中には、水沢病院の発熱外来に電話したところ、症状のある方であ

れば、市で無料のキット配布をしているので、市の方に問い合わせていただきたいという案内

をされて、検査キットの申込みを受けたという方も何人かいらっしゃいました。そういったこ

とから、多少なりとも医療機関への混雑が緩和されたのではというふうに思ってございます。 

６ページ、７ページ、８ページは、県の本部員会議での主な決定事項についてでございます。

この本部会議の資料を情報共有いたしました。ご覧のとおりでございます。説明は割愛させて

いただきます。 

続きまして９ページ。市職員の陽性者についてをご覧ください。今年度４月以降、月別に感

染者の数、感染経路別に表したものでございます。第７波の７月、８月は、家庭内での感染や

保育、幼稚園勤務の職員が園児から感染するケースが多かったのでありますが、11月、12月は、

感染経路不明の割合が高く、感染者数も第７波の２倍を超える感染者数となっております。 

10ページ、生活支援部会、住居確保給付金、生活保護世帯の状況についてでございます。１

の住居確保給付金、くらし安心応援室の相談の状況については、やや落ち着いている状況と

なってございます。２の生活保護世帯の状況については、まだまだ相談が多い状況です。コロ

ナの影響によるものだけではございませんが、丁寧な対応を行い、申請については、できるだ

け早期に決定できるよう対応して参ります。 

11ページから14ページの経営支援部会の各支援策の進捗状況でございます。この間、特段大

きな動きはございませんでしたので、個別の説明は省略させていただきます。資料については、

各事業の直近の実績等を記載しておりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。なお、

今回から事業完了し、その旨報告済みの事業につきましては、資料への掲載そのものを省略し

ておりますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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次に、15ページ、16ページをご覧ください。各種団体からの要望等についてでございます。

16ページ、表の一番下、11月18日ですが、前沢商工会から新型コロナ感染症対策と物価高騰対

策についての要望をいただいております。本日、この後全員協議会においてご説明を加えます

ので、この場での説明は割愛させていただきます。 

17ページは、１月４日発信の市長メッセージの内容となります。本日の資料には省略してお

りますが、12月21日付けで、年末年始に向けた市長メッセージを発信しております。メッセー

ジの内容は、年末年始の会食や帰省旅行など、普段会っていない人との接触の機会が増えるこ

とへの注意喚起、年末年始の検査キットの無料配布に関する情報などを盛り込んだ内容として、

感染対策の徹底を呼びかけております。年末年始が過ぎたこと、検査キットの配布期間が終了

したことから、１月４日付で、その内容の部分を除いたメッセージの内容としております。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

（菅原議長） 説明は以上でございます。ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。特に

ございませんか。27番、今野裕文議員。 

（今野裕文議員） 何て言うのかわかんないのでお尋ねします。まず、今年いつからかよくわかり

ませんけど、老人施設での感染者に関わって、病院へは搬送しないと、施設内で療養してとい

うことで死亡者が結構出ていて、問題になっているようなんですが、その管内での実態につい

て教えていただきたいというふうに思います。 

それから、県立病院もクラスターで大変なようですが、病院の方々にとっては、前の時より

大変な状況だというふうに報道等では伝えられておりますが、それらの状況についてどうなっ

ているのかお尋ねをいたします。病床使用率は教えないということのようですけど、どういう

状況なのかお尋ねします。 

それから、保健所を介さないで、県に直接感染報告がされているようですが、それらの実態

がどうなっているのか。 

あと、最後ですけど、今皆さんから言われて、ちょっと回答に窮しているんですが、肥料高

騰対策の支援事業で足切りがあると。極端な場合は、もう４割、５割にはならないんですけど、

事例によっては、４割に及ぶ足切りがあるということで、農家の皆さんから言われております

が、こういう経過になったのがなぜなのか。余りにもひどいんじゃないかというふうに言われ

るんですけど、どのように捉えておられるのか、こうなった経過についてお尋ねします。 

（菅原議長） 高橋福祉部長。 

（高橋福祉部長） それでは、高齢者施設での感染の状況というふうなことでございます。高齢者

施設でも多くの感染者が出ておりまして、クラスターも発生している状況があります。そうし

た中で、軽症の方では、施設内で療養されておりまして、施設の方で健康管理をしながら、状

況を見ていて、健康の状態によっては、症状が少し悪くなった場合は、保健所と相談をして入

院をされているというな状況もございます。 

実際、亡くなる方もいらっしゃるわけですが、高齢者施設に入っている方で亡くなった方は、

入院をされて亡くなった方もございますし、あとは施設内で、療養している中で亡くなってい

る方も実際はいらっしゃいますが、その件数的なところはすべて把握できているわけではあり

ませんが、このように、入院している中で亡くなる方或いは実態としては施設の中でお亡くな

りになる方もあるっていうのは、そのとおりでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 高野健康こども部長。 

（高野健康こども部長） それでは、私の方からは、２点目、３点目をお答えさせていただきます。

まず、県立病院のクラスターの状況等ですけれども、昨年度、新聞報道でもありましたとおり

盛岡の病院が連名で、危機的状況を訴えたというような状況ありますけれども、県立病院も含

めて、それぞれの病院でクラスターが発生している状況にはあります。それで、入院の受入れ

については、一時入院の受入れをしないというような段階もあったんですけれども、今の段階

では、徐々に改善をされてきているというような状況だとは聞いております。胆江圏内につき

ましては、やっぱり病院でのクラスターの発生がありまして、一時期、大変な時期はあったん
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ですけれども、現状では患者の受入れ等、滞りなくといいますか、きちんとできてはきている

状況になってきております。 

病床使用率に関しては、以前にもちょっとご質問いただいたことがあるんですけれども、県

の方にも確認しましたが、保健所管内ごとの病床使用率の発表はしていないということで、そ

こは公表しないというスタンスだということでした。それで、毎日ウェブ会議を開催して、圏

域での病床使用率っていうのは、およそこのぐらいだよねっていうのは確認しております。そ

の数字は、県に報告された数字とはまた別のものだと思うんですけれども、いずれ胆江、それ

から一関の管内では、高い数字で推移はしているというような状況が続いておるところでござ

います。 

それから、保健所を介さない数字といいますのは、今、病院で軽症であれば、病院では検査

しないで、自分で抗原検査キットを使って検査したものを県に登録するというような流れに

なっておりまして、毎日の発表を見ていると、多い時だと300人を超えるような人が県の方に

報告されているということで、それについては、毎日発表されている数字の中では、保健所管

内ごとの数字っていうのは、明確に分けて報告はされておりません。これについても、県に確

認しましたけれども、県自体が、市町村別だとか、保健所別で数字はもう押さえていないとい

うことだそうです。うちの方とすれば、その人口比でいくと、大体１割ぐらいがおおよそ入っ

ているのかなということで、その数の１割ぐらいをうちの方では、さらにプラスになっている

んだろうなというような想定で取り組んでおるところでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 佐藤農林部長。 

（佐藤農林部長） 確認ですが、その肥料対策というのは、国の肥料対策でよろしいでしょうか。

市でやっている肥料対策については、もう終了しておりますが、これは令和３年度の肥料に対

して、大体１割ほどの給付金をやるというものですが、今やっているのは、国がやっている肥

料対策事業は、秋肥と春肥に対して、高騰分の大体４割ぐらいの給付金を出すというものです

が、この事業そのものについては、両ＪＡと一つの農薬会社さんが組織した協議会において事

業実施主体となっております。国の事業を協議会においてやっておりますので、両ＪＡから

買っている方々については、両ＪＡに買った金額に対して２割とか１割のいろいろ化学肥料を

削減した上で、そういった対象になるということで、大体４割くらいの交付金がもらえるとい

う事業を実施しておりますが、市としては、その事業実施主体になっておりませんので、そう

いった農家のその話っていうのは、我々のところにはまだ届いてないっていうのが実態です。 

（菅原議長） 今野裕文議員。 

（今野裕文議員） 何だかさっぱり申し分けないですね。高齢者施設でのクラスターが発生したと

きに、その施設内で亡くなっている方っていうに関しては、以前であれば、基本的には病院に

搬送するということになっていると思うんですけど、その実態がわからないのですか、市では。

掴めないの。すべて把握できていないだけで。私たちは、無理は無理だといえば、そのとおり

かもしれないけど、基本的には従前のような扱いにするべきだと思っているんですけど、それ

はできないって語るんでしょうけど、実態も把握できていないのですか。そこをお尋ねします。 

それから、病床使用率は、高いって言うけど、結構高いんでしょ。実態を知らせるべきだと

私は思うんだけど、なぜできないんですか。県が出さないからそれで終わりっていうことで、

駄目なんじゃねえかって私は思うんだけど。なぜできないんですか。だって先生方は、昨日だ

か一昨日は、盛岡の先生がしゃべっていましたけど、とにかく大変なんだって言っているの。

実態を把握するべきじゃ、はっきりさせる必要があるんじゃないかと思うんですけど、なぜで

きないんですか。 

それから、県の方でその市町村は把握していないっていうけど、おかしいでしょ。かかった

ら、住所届けるわけでしょ。把握できないということがあり得るの。把握してないということ

があり得るの。やっぱりきちんと押さえるべきじゃないですか。 

なんか国は、いずれ５類に下す方向で、具体的には対応しないっていう姿勢のように見えま

すけれど、実態とすれば、きちんと把握すべきじゃないんですか。私はそう思うんですけど。
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この間あった会議の時も言ったような気するんだけど、なぜ把握できないんですか。 

肥料のことですけど、どっちの制度のことかって聞いたことがあるわけではないんですけど、

１月末までじゃなかったですか、受付が。私は出していないんだけれども、もう遅いの。多分

農家の人が言っているのは、それじゃないの。19万円もらえると思って行ったらば、10万円に

されたと、そういうことを言われているんだよ。皆さんの耳には届かないの。深刻なんだよ。

それ国の制度なの。国の制度はこれからでしょ。俺おかしいのかな。言われませんか、そうい

うふうに、農家に。10％足切りとかだったらわかるんだけど、極端な例はね、９割なんだよ、

足切り。それはあんまりでしょって言われるんですけど、きちんと回答しなきゃないので。昨

日も言われてきたんですけど。なぜそうなっちゃうのですかと。いや、もらうお金だから文句

言うなっていう理屈もあるかもしれないけど、それはあまりじゃないかと思うんですけど、私

言っていることってめちゃくちゃなのですか。 

（菅原議長） 高野健康こども部長。 

（高野健康こども部長） まず、福祉施設で亡くなった方の実態ですけれども、私の方では、はっ

きり言いますと押さえておりません。ただし、毎日開かれるウェブ会議の中で、参加される福

祉施設の中でそういう事態があった場合は、そういうことがありましたということがわかると

きがあります。ですので、そういったものは県自体が公表していないので、こちらとしては具

体的に把握できないという状況です。 

それから、病床使用率がなぜ公表できないかということですけれども、病床使用率も県の方

が、数字をトータルのものを押さえて、それが正確なものということになっております。それ

について、うちの方では何も数字はもらえていない状況ですし、問い合わせても公表はしない

というふうに言われておりますので、把握できないということです。ただし、先ほど申しまし

たウェブ会議の中で、数字を入れてみるとこういう数字になるよねっていうのは、その都度

やっておりますので、例えば、そういった数字がアバウトな形でこのくらいということで出し

ていいということが、もし保健所さんの方で確認が取れるようであれば、あんまりこまい数字

言うと、はっきりするのもどうかなと思いますので、アバウトなところでお出しすることがで

きるのかなという気はしております。 

それから、登録センターではどうやって登録しているか、私も今日見てみたんですけれども、

やっぱり住所はきちんと入れていますので、当然のことながら県の方では、どこの人だってい

うのは確認取れていると思います。ただ、問い合わせてみましたけども、いずれそれを統計的

にはまとめていないということだそうです、県として。それを公表するつもりもないというこ

とでした。なので、私どもの方では、それも把握はできないという状況になります。 

以上です。 

（菅原議長） 佐藤農林部長。 

（佐藤農林部長） 肥料対策、市の肥料対策ということで今わかりました。制度設計上、１万円未

満の時は１万円、10万円単位なら10万円、20万円、30万円、40万円、50万円と10万円刻みで支

払うために、そういった制度設計にしております。そこで、計算した時に19万円となった人が

10万円になったというので、不満が出ているんじゃないかという話だと思いますが、一応、制

度設計上、こういった形で交付金を、モチベーション維持のために出しますよっていうお話で

やっておりますので、１万円単位で細かくやればよかったのかもしれませんけれども、一応、

その間に入った分はこの何十万円でっていう区分で制度設計をしておりますので、それで了解

はしていないかもしれませんが、理解はしていただいているという状況でございます。 

（菅原議長） 今野裕文議員。 

（今野裕文議員） ちょっと収まらないですけど、確かに感染症は県の管轄なんだけど、実態をわ

かるようにする必要があるんでないですか。いや、皆さんに言っても駄目だと言えばそのとお

りなんだけれども、ちょっと今の状態だとね、何を聞いているかさっぱりわからない。テレビ

で見れば衝撃的なところが報道されることが多いんだかもしれないけど、要は、ここで何が起

きているかわからないと。そういうのは良くないんじゃないかと。きちんと公表するとかする、

集計するところは集計して、明らかにすべきじゃないかと私は思います。今の話だと、結局、
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介護施設なんかでクラスターが出て、亡くなった方もいるかもしれないけど、さっぱりわから

ないっていう状況を、市でそのまま、それで済ませて、済ませてはいないんだろうけれども、

それしか話ができないっていうのは、まずいんじゃないですかと。改善すべきだと私は思いま

すし、感染者についても、県に届いたのもきちんと集計すべきだし、でなければ保健所単位で

発表する意味ないんじゃないですかと私は思うので、そこら辺はやっぱり県に検討して欲し

いっていう話をすべきでないかなと思います。あと言っても同じでしょうから、やめます。 

肥料についてはね、やっぱり４割５分カットとかね、制度としてどうなのと、こう言われた

ら、多分説明できないでしょう。こういう形には、もう１月なので、あと10日しかないからで

すけど、私は問題だと思いますので、これは、今後については検討して欲しいというふうに思

います。 

いかがでしょうか。 

（菅原議長） 高野健康こども部長。 

（高野健康こども部長） いずれ、実態把握の関係につきましては、特に数のところについては、

私どもも気になるところではもちろんありますので、何とかそういう方向にできないかという

ようなことを、県と相談していきたいというふうに思います。 

以上です。 

（菅原議長） 佐藤農林部長。 

（佐藤農林部長） 区分支給で今回、制度設計させていただきましたけれども、そういったいろい

ろな不満というのが逆に出ているというところであれば、今後は、検討させていただきたいと

思います。 

（菅原議長） 他にございますか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、ないようですので、説明事項③については、以上といたします。 

説明者入替えのため、暫時休憩いたします。 

 

④ コロナ禍におけるエネルギー価格高騰対策について 

（菅原議長） 再開いたします。続きまして、④のコロナ禍におけるエネルギー価格高騰対策につ

いて、説明をいただきます。二階堂総務企画部長。 

（二階堂総務企画部長） これまでいろいろやってきたわけでございますが、その執行状況、それ

から、新たな国の方針、その通知も受けておりまして、次のとおりコロナ対策を追加しようと

いうことでございまして、以下、資料について担当課長の方から説明いたします。 

（菅原議長） 桂田政策企画課長。 

（桂田政策企画課長） 政策企画課の桂田です。それでは、資料に基づきまして説明いたします。 

１の概要につきましては、部長から説明したとおりですので、２の事業選定の考え方をご覧

ください。今回の事業につきましても、基本的にはこれまでの事業と同様の考え方で選定した

ものでございます。特段の変更点はございませんので、詳細は省略させていただきます。 

次に、３の実施する事業でございます。今回は資料掲載のとおり、３事業を追加するもので、

事業費は、合計で9,431万2,000円となっております。関係予算を２月定例会に提案する予定と

しておりますし、いずれの事業も交付金の活用が可能な事業となっております。各事業の詳細

につきましては、別紙の事業一覧により後ほどご説明させていただきます。 

次に、４の補足事項でございます。今回追加する事業は、いずれも支援が必要な分野を対象

としたしたものではありますけれども、あわせて、次の事項も考慮しておりますということで、

(1)が、令和４年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付限度額、

総額で15億6,176万7,000円。内訳は、資料記載のとおりで、これを超える額の事業を計画して

きたところでございますが、計画後の県補助金への財源振替や、事業の完了に伴う執行額の減

などがございまして、今回の追加前の事業だけであれば、約1,000万円程度の交付金の充当残

が生じる見込みとなっております。また(2)、国、具体的には厚生労働省から独立採算で経営

している水道事業については、電力価格高騰による経費増大部分への交付金の活用が結果、可
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能であるので、検討されたいといった旨の通知が発出されております。前回、11月の全員協議

会の際は、12月補正で追加する事業をもって今年度の最終とし、今後は追加する予定はござい

ませんというふうに説明していたのですが、以上のような事情があったことも考慮いたしまし

て、今回、必要最小限の範囲で事業を追加しようとするものでございます。 

次に、５の今後のスケジュールですが、今後、２月定例会へ補正予算案を提出する予定とし

ております。 

次の２ページ目、３ページ目につきましては、すでに決定した今年度の事業の一覧を載せて

おります。後ほどご確認いただければというふうに思います。 

それでは、最後の４ページをご覧ください。別紙として、支援事業一覧を載せております。

まずナンバー１の宿泊促進事業でございますが、大きな影響を受けている市内の宿泊事業者の

事業継続を下支えするため、１泊当たり2,000円の宿泊料金の割引額に対して補助をしようと

するものです。昨年の秋から同様の事業を行って参りましたが、これが好調であり、予定より

も早く終了する見込みであること。それから、県の全国旅行支援事業が再開されたといったこ

となども踏まえまして、昨年秋の事業を、実質的に期間延長しようとするものでございます。

その事業費は、広告宣伝費や事務費なども含め、4,850万円となっております。 

次に、ナンバー２の温泉施設電気料等高騰緊急支援補助事業でございますが、奥州金ケ崎温

泉組合に加入している市内の温泉施設に係る電気料等のかかり増し経費に対し支援、補助しよ

うとするもので、その事業費は1,000万円ちょうどとなっております。 

最後、ナンバー３の奥州市水道事業に対する電力価格高騰支援事業でございますが、独立採

算で経営している水道事業も交付金の対象になり得るということから、電力の価格高騰分の支

援、具体的には一般会計からの繰り出しを行いまして、水道利用者、すなわち市民の水道料負

担の増加を防ぐという趣旨のもので、その事業費は、3,581万2,000円となっております。 

以上、３事業の合計で9,431万2,000円の事業となりますが、その財源としては、現時点で見

込まれる重点交付金の充当残が約1,000万円程度ありますし、今後の事業進捗に伴い執行残が

さらに増える可能性もございますので、そういった交付金の残額を余すことないよう、フルに

活用して参りたいというふうに考えております。 

説明は、以上でございます。 

（菅原議長） 説明が終わりました。ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

よろしいですか。では、説明事項④については、以上といたします。 

説明者入替えのため、暫時休憩いたします。 

 

⑤ メイプルの対応について 

（菅原議長） 再開いたします。続きまして、説明事項⑤のメイプルの対応について、説明いただ

きます。佐賀商工観光部長。 

（佐賀商工観光部長） メイプルの対応につきましては、昨年の11月14日の全員協議会以降、12月

５日の議員説明会、12月13日の全員協議会におきまして、議員の皆様より数多くのご指摘等々

をいただいてございます。また、昨年最後になりましたけれども、12月22日の臨時会におきま

して、メイプルを当面継続させるための経費と不動産鑑定の補正予算をお認めいただいたとい

う経過でございます。22日の臨時会でも、質疑等の答弁等で触れさせていただいておりました

けれども、地権者の合意形成につきまして、12月27日までに聞き取りを行い、その状況を踏ま

えた上で、改めて市の対応方針などを検討し、１月の全員協議会においてお示しをし、ご協議

をさせていただきたいというふうに言っておりました。 

本日は、その地権者の状況等もご説明させていただきますし、それを受けて、市としての考

え方について、改めてご説明をさせていただきたいと考えてございます。内容につきましては、

この後、担当課長よりご説明をさせていただきますが、地権者の合意につきましては、プラン

Ａを前提とした交渉では理解を得られなかったという状況から、プランＡでの対応を断念いた

しまして、プランＢに絞った対応に移行したいとするものでございます。 
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それでは、担当課長よりご説明をさせていただきます。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） 商業観光課の門脇です。私の方から資料に基づきまして説明をさせていた

だきます。メイプルの対応についてをご覧いただきます。 

まず、１の地権者の意向確認の結果を説明させていただきます。昨年の12月27日までに、地

権者の意向調査なり、その後の訪問等による意向確認を行い、その結果は次のとおりでござい

ます。市の考え方のとおり賛成という方は３名。固定資産税相当額を市で負担して欲しい等の

条件つきでの無償譲渡については５名。適正或いは安価な価格でもいいので土地の売買を希望

するという方々等が５名。それから、回答がなかった方が１名という結果でございました。 

市がメイプルを取得し、活用することに対しての異論はございませんでしたが、地権者だけ

が痛みを伴うので納得できない、適正な額或いは安価でも良いので土地の売買を希望する等の

意見が多くございました。 

２番でございます。その結果を受けまして、水沢クロス開発、以下、クロスと呼ばせていた

だきますが、の抵当権を抹消するための費用約２億4,000万の市の負担及び地権者からの敷地

の無償譲渡という、これまでプランＡということでご説明してきてございますけれども、これ

を前提として地権者の意向を確認しましたが、ほとんどの地権者から理解が得られませんでし

たので、プランＡを断念し、次のとおり方針を変更して、プランＢに絞った対応に移行いたし

ます。 

まず、プランＢの条件といいますか、三つ掲げてございます。一つは、メイプル及びその敷

地について、不動産鑑定評価額に基づき買収いたします。その際、クロス以外の地権者には、

抵当権等の抹消を行っていただきます。 

それから、２番。クロス以外の地権者へ賦課する来年度の固定資産税を月割り計算しまして、

市への引き渡し、現時点では５月１日を予定してございますが、その日以降の固定資産税相当

額を先ほど説明しました売買費用に加算いたします。 

３としましては、先ほど説明した内容で、クロスの債権者、或いは地権者全員の理解が得ら

れない場合は、取得を断念いたします。 

なお、取得の具体的な方法、任意売買或いはクロスが破産後の破産管財人からの競売による

取得等は、クロス或いはその債権者等と協議のうえ決定したいと考えてございます。 

今後の主な予定ですが、今月中旬にクロスの債権者等との協議ということで、取得の方法な

り、抵当権の抹消に関する内容について協議をいたします。それと同時に、地権者への説明、

方針を変更した旨の説明と意向を聴取いたします。それから、これらを２月上旬に取りまとめ

まして、その後、意向結果を参考とした取得の是非、或いは取得する場合の手法を決定いたし

たいと考えてございます。３月下旬には、不動産鑑定の結果が出てきますので、それを受けま

して、４月上旬にメイプルの取得の是非及び取得の場合、その手法の最終決定をしたいという

ことでございます。４月の中旬には、その内容を全員協議会でご説明いたしまして、その後、

もし取得するということを決定した場合には、補正予算等の議案を提出させていただくという

スケジュールでございます。 

なお、２月からは、必要に応じまして、随時、全員協議会等により議員の皆様に説明をさせ

ていただきたいと考えてございます。 

続きまして、次のページをご覧いただきます。ここからページ番号振ってございまして、１

ページということで、メイプル取得比較検討資料ということでございます。この資料は、前に

もお渡ししてございますけれども、プランＡ１、Ａ２ということで考えていた内容につきまし

ては、先ほど説明いたしましたように、地権者の理解が得られませんでしたので、Ａ１、Ａ２

とも断念するというものでございます。 

で、２ページ、３ページをご覧いただきますが、まず２ページです。そうなりますと、先ほ

どプランＢに移行するというお話をしましたが、プランＢ１、或いはＢ２のいずれかの手法を、

今後、関係者と協議をしながら、詰めていきたいということでございます。 

プランＢ１につきましては、先月お示ししました資料には、完全放置方式というふうに記載
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をしていたかと思いますけれども、先月の市議会臨時会で、不動産鑑定なり支援補助金の議決

をいただきましたので、それに沿った内容に変更をさせていただいております。ということで、

破産後取得方式というふうに名称を改めました。特徴としては、４月までの運営を支援すると

いうことと、12月は説明を省略しますが、それ以降、不動産鑑定を行いまして、水沢クロス開

発が破産手続を行うということでの競売のイメージを記載しております。 

それから、プランＢ２につきましては、前回同様の内容でございまして、任意売却の手法を

とる場合の中身を記載してございます。 

３ページをご覧いただきます。プランＢ３ですけれども、これはプランＢ２と近い手法なん

ですけれども、補助金ではなく貸付金という考え方の資料でございましたが、補助金をご議決

いただきましたので、自動的にＢ３はなくなるという認識でございまして、Ｂ１かＢ２、いず

れかの手法での検討を進めたいということでございます。 

なお、３ページの最後、補足ですけれども、プランＢ１の場合は、一応競売をイメージして

ございますけれども、破産管財人から任意での売買による取得という手法も考えられます。そ

れからプランＢ１なりＢ２のほかに、取得後に建物を解体して更地にすると、その後売却とい

う手法もございますし、或いは取得を断念し、公的機関等が移転を完了するまで、メイプルの

維持管理費を負担するなどという手法も考えられますけれども、いずれ、我々といたしまして

は、２ページのＢ１或いはＢ２の手法で進めたいという考えでございます。 

以上で説明を終わります。 

（菅原議長） ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。９番、小野優議員。 

（小野優議員） ９番、小野です。何点になるかわかりませんが、まず、プランの内容に関しては

わかりましたが、補足事項にもありました取得を断念した場合の話をもう少し詳しく説明して

いただきたいんですけども、こちらは、公的機関が移転を完了するまで維持管理費を負担する、

その気持ちはわかるんですけど、それは現実的に可能なのかどうか。以前の説明ですと、管財

人さん次第というお話でしたが、やはりその管財人さん次第っていうところが変わっていない

のか。何かしら担保となる条件が設定されているのかどうかというところを確認させていただ

きたいと思います。 

それから、あまり最悪のケースは言いたくないんですけれども、想定することが大事だと思

うんですが、実際に使えなくなってしまった場合、それから、スケジュールでいくと２月上旬

にというところだったので、移転の作業にかからなければいけないという判断のタイミングが、

この２月上旬以降の取りまとめの結果という時期でいいのかどうかを確認させてください。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） １点目、その取得を断念した場合の詳細をということで、破産管財人さん

次第ではないかという状況は変わらないのかということでございました。それは、今現在もそ

のとおり変わりません。ただし、顧問弁護士の他に、別な弁護士さんからご意見を伺う機会が

ございまして、その弁護士さんでは、他ならぬ市がお願いして、しかも公的機関等が移転まで

何とか居させてくれということであれば、無下にすぐ出て行けということはまずないだろうと

いう意見も頂戴しましたので、今後、その辺は顧問弁護士さんも含めて、具体的な調整といい

ますか、お話を聞きたいなというふうに考えてございます。 

それから、２点目の２月上旬に意向結果を参考とした取得の是非の決定ということで、もし

そこで断念した場合ということですが、確かに断念するということもあり得ると思います。そ

の場合は早速、地下なり西館の公的機関等の移転先の確保なりということを進めることになる

かと思います。水道のお客様センターは、前回もご説明しましたけれども、移転先を確保でき

てから、移転完了まで約６か月かかるということでしたので、それまで居られる対応を検討し

たいというふうに考えてございます。 

以上です。 

（菅原議長） 小野優議員。 

（小野優議員） わかりました。お二人目の弁護士の方からも大丈夫だろうというお話をいただい

たということで、そこは、あとはまあそうなることを期待するほかないかなと思うんですけれ
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ども、２月になってから準備を検討なさるということでしたが、やはり同時進行で、移転の可

能性になってしまう最悪のことを対応した上での準備というのを、やはりもう少し具体的に示

していく必要が今の段階から考えていく必要があると思うんですけれども、以前の話では、あ

る程度、移転の場所も想定はしていますというお話でしたけども、これは、ですから実際に行

く先っていうのに関しては、議会に対してこんなことを検討していますよっていうところの情

報が提供できるものなのかどうなのか。それは、やはり２月上旬のタイミングまで待って欲し

いというところなのか、その辺の考え方をお聞かせいただければと思います。 

一方で、その取得を前提に動いている場合、今回、補足の方でも、ある程度退店の可能性で

あったりというお話もありましたが、一応現状、一つ再生プラン、再生の案が示されておりま

すけれども、取得できたとして、実際に再生案に向かってあれを実行していくスケジュールと

いうものが、今現在どんなふうに、１階にある程度の施設を入れるってお話でしたけれども、

その辺のスケジュールは、現状どのように組み上がっているのかというところをお聞かせくだ

さい。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） まず１点目の取得を断念するということも視野に入れて、同時進行で準備

すべきではということでの移転先の情報等が開示できればということでございました。まだ、

具体的には詰めてはございませんけれども、市の財産を管理する財産運用課等々と、市が所有

する空きの建物等の情報共有なりは進めてございます。ただ、それにしましても、現在、地下

等に入っている公的機関等の方々の意向というものもございますので、その辺につきましては、

これからということになります。 

それから、取得前提の場合のスケジュールということでございますが、市が取得して、再利

用といったらいいんでしょうか、その後のスケジュールの事をお伺いされたのかというふうに

思いますけれども、まだ、具体的に何年度に何をするというようなものは、詰めてはございま

せん。いずれ、これは先にも議員説明会の際お示ししたような内容のイメージでして、詳細は、

これから時間をかけて詰めるということになります。 

以上でございます。 

（菅原議長） 他にございますか。11番、千葉和彦議員。 

（千葉和彦議員） 11番、千葉和彦です。ちょっと確認といいますか、分かんないんで教えて欲し

いんですけれども、ここにきてなんですが、Ｂ１、Ｂ２の４月の予定表のところを見ると、不

動産鑑定額で購入となっていますけど、私の勘違いかもしれませんけれども、あくまでもクロ

ス開発さんは、建物だけの所有と。土地は、地権者の方々が、借地という形で、地主として債

権者になるんですよね、クロス開発に対しては。ですので、競売の方は何となくイメージはわ

かるんですけど、競売も建物だけが競売になって、土地は、あくまでも市が収用ということで、

地主さんたちに個々に交渉して収用するということになるんでしょうか。 

両方そうなんですけど、土地と建物を一緒にここに上げているんですけど、地主の了解を得

ないでやるのかどうかについて、そこをちょっと整理して教えてください。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） まず、考え方は二つございます。一つ目は、水沢クロス開発からの取得と

いうことで、まずは、水沢クロス開発所有は、メイプルの敷地の土地の一部とメイプルの建物

そのものということになります。これを不動産鑑定の結果の額に基づきまして、売買契約を結

んで取得するという考えです。その際に、クロス所有している土地も建物も両方に金融機関等

が設定している抵当権がございますので、この不動産鑑定の取得価額をもって、抵当権者には、

抵当権の抹消をお願いするという流れといいますか、考え方になります。 

それから、もう一つは、地権者の方です。地権者は、先ほど申し上げましたクロス以外に、

14の個人、法人がございます。この方々に対しては、同じく不動産鑑定の結果に基づいた売買

により取得したいということでございます。その際、それぞれの個人なり、法人さんで事業等

で抵当権を設定されているところもありますので、その方々には、市が取得する前に、抵当権

等を抹消していただきたいということでございまして、地権者とクロスの間には賃借権は設定
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されてございますが、抵当権等の設定はございません。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉和彦議員。 

（千葉和彦議員） 何となくわかりました。ということは、地権者の方々は、この破産手続きに基

づいたときは、クロス開発に対して、銀行は抵当権やっているのは一部だけどということなん

ですが、借地借家法で債権者なんですよね、あくまでもクロス開発に対して。ですので、そこ

との関係も生じてくるのかなと。多分、地代はクロス開発からは支払われないでしょうから、

その辺も話になるのかなと。 

あと、もう１点なんですけれども、競売の場合は、譲渡所得税はかかりませんけれども、任

意売却の場合、収用であれば5,000万円の控除っていうのは知っているんですけど、もしなっ

た場合には、そういうのは、地権者にとっては大分不利な部分もあるんですが、不動産鑑定次

第なんでしょうけど。その辺も含みでやんないとあれかなと思いますので、これは銀行の話な

のでなんですが、よろしくお願いします。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） まず、１点目のクロスと地権者の債権というか地代の話ですけれども、あ

くまでもその賃借権の設定だということで、それに基づいて、今現在のクロスから地権者に地

代は、固定資産税相当額だそうですが、地代は支払われているということですけれども、いず

れ、それらにつきましても、市が取得するという時には、解消していただくということになり

ます。その辺についても、近々、明日、明後日ですか、地権者さんへの説明会を開催する予定

ですので、説明をしていきたいなというふうに考えてございます。 

それから、競売なり任売なり、いろんな手法があるが、それに伴う税金のお話でございまし

たが、当然かかるものはかかるということになりまして、その分まで市が何か面倒を見るなり、

負担しようという考えは、今のところ持ち合わせてございません。 

以上でございます。 

（菅原議長） ３番、菅野至議員。 

（菅野至議員） ３番、菅野至です。ちょっと１点だけ確認させていただければと思います。１

ページの１の地権者の意向確認の結果の中で、賛成、条件つき反対の方々、大体の様子はわか

るんですが、無回答１名というのが一体どういう状況なのかというのをまず一つ確認させてい

ただければと思います。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） この方の弁護士さんと相談したそうなんですけれども、いずれ市からそう

いった意向調査、いわゆるアンケートが届いたけれども、回答すべきかどうかという相談をさ

れたそうですが、回答する必要ないんじゃないのという弁護士さんからのアドバイスがあって

回答しなかったということでございました。 

以上です。 

（菅原議長） 菅野至議員。 

（菅野至議員） ありがとうございます。回答がなかったということで、ちょっと心配になってく

るのが、これからこの１ページの２番の方針の変更ということで、いろいろと１番、２番とい

うことで進んでいくかと思うんですが、そういった中で、地権者全員の理解が得られない、例

えば、３番にある文言で、地権者全員の理解が得られない場合はとかいう文言が出てくるんで

すが、そういった中で、３の今後の主な予定で、スケジュールが組まれているんですけれども、

そういったところにこの無回答の方が影響してこないのかどうかというところの状況、もし把

握しているのであれば教えていただきたいと思います。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） この方、書面での回答は無回答だったのですが、その後、担当と私とお邪

魔しましていろいろお話をお聞きしたのですが、市の考え方に反対とか、そういう意向ではあ

りませんでした。あくまでも、その書面による回答は無回答にさせてもらうよと。ただ、はっ

きり賛成とは言われませんでしたけれども、いずれ感触的には、難しいというものではなかっ
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たなというところでございました。 

（菅原議長） 他にございますか。10番、及川春樹議員。 

（及川春樹議員） 10番、及川です。１枚目のメイプルの対応についての、２の方針の変更の中の

２の市への引き渡し日以降の固定資産税相当額を１の取得費用に加算するとあるわけですけれ

ども、これ、もうすでに数字は出ているのかお聞きしたいと思います。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） このメイプルの敷地の固定資産税、年間の合計額がおよそ150万円弱だった

と思います。仮に５月１日の取得ということになれば、12か月分の８か月分の負担ということ

になりますので、100万円足らずということになろうかと考えてございます。 

（菅原議長） よろしいですか。15番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） 15番、千葉康弘です。３点質問いたします。再度質問になり恐縮です。 

地下に公共施設が入っていますけれども、上の階はほとんどがテナントがなくなってる状況

で、地下に施設入っていますけれども、４月以降の公共施設の移転先ということで、早急に対

応されていると思いますが、ぜひその分は、どっちになるかわからないもんですから、やって

いただくということで考えていただければと思います。 

次に２点目ですが、今現在、メイプルを取得するということで固めて、準備されているよう

ですけれども、多額の金額をかけて取得しても、これから維持管理、また民間移譲ということ

を考えていますが、民間移譲した先の姿、具体的にどのようなことを考えられているのか、再

度示していただければと思います。といいますのが、公的資金をかけましても、その先、例え

ば民間移譲という形がなかなか難しいんじゃないかということが想定されますが、その中で、

市民の理解が得られるのかが心配になってきます。その点について質問いたします。 

次に、メイプル、建物が４階建てということで、随分大きな建物になっていますが、素人な

ものですから、活用方法ということを考えた場合でも、なかなか難しい部分があるなというふ

うに思っていますが、具体的な市としての活用方法を示していただければと思います。 

以上、３点質問いたします。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） まず１点目の、地下の公的機関の４月以降の移転先というご質問だったか

と思いますが、先ほどもご質問でご答弁したつもりでしたが、我々、確かに今のところ取得前

提での交渉ということではございますが、今月末までに地権者なり、クロスの債権者さんの合

意が得られなかったならば、２月上旬には取得を断念して、そこから移転先等を検討するとい

うことでございます。 

それから２点目ですけど、民間移譲の姿は、或いは３点目のメイプルの活用方法はというご

質問でございましたが、これは、これまでの全協なり、議員説明会等々でお示ししてきており

ます。それの具体的な内容については、先ほどもご答弁いたしましたが、今後、時間をかけな

がら詰めていくのだということでございまして、今のところ、何年度に何をするとかどうする

というところまでは、まだ決定しておりません。 

以上でございます。 

（菅原議長） 千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） 15番、千葉康弘です。今、メイプルの具体的な活用方法、まだこれから考える

という形ですけれども、やはり、この事業で何十億という形でかかる、将来的にかかるわけで

すので、その分をしっかり計画された中で取得を進めるべき、これが本筋じゃないかと思いま

すので、その点について再度質問しますが、質問しても同じ返答かと思いますが、その分は十

分留意されて、計画を進めていただければなというふうに思っております。 

以上であります。 

（菅原議長） 佐賀商工観光部長。 

（佐賀商工観光部長） 今、将来の具体的なある程度のグランドデザイン等を、まずは示してとい

うご指摘だったと思います。まず、いずれ、先ほど課長から申し上げましたとおり、大きなイ

メージとしての活用方法については、昨年、市長の方からも直接お話もさせていただいた経過
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もございますので、現在は、その部分の内容についてもう少し、３月、４月の段階までには、

ある程度市の案の方もより具体的な形でお示しできればいいなということで考えてございます。

ただ、あくまでもそれについては、改めて皆さん、議員の皆さんもそうですし、市民の方々と

もいろいろ相談する機会も踏んだ上で、最終的には、その将来構想の分について詰めていきた

いという考え方をしてございますので、市としての案は、できるだけ具体的な形でお示しする

よう努力いたしますけれども、最終的にこれでいくという決定の部分については、そのあと少

し皆さんと協議をしながら詰めていきたいというふうに考えているという状況でございます。 

（菅原議長） 他にございますか。18番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 18番、廣野富男です。何点かお尋ねします。今回のこの資料によるとこの方針

の変更っていうのは、このアンダーラインが変更だと。これは、12月22日以降、市の方針がこ

のアンダーラインの部分が変わったよということの意味かということの確認をしたいと思いま

す。 

それと、ここでメイプル及びその敷地という部分のこの範囲の再確認ですが、すべての地権

者14名でしたが、すべての敷地を含めて取得すると、それが見込みでは一応１億円ということ

を前提にしているということで、それでいいのかどうかという確認です。 

２番は、それにプラス固定資産税相当額を12分の８でしたか、出しますよという意味だとい

うふうに理解しましたが、それでいいかどうかと。 

３番目に、この地権者全員の理解が得られない場合と、これはおそらく地権者の条件次第に

よっては、もしかすると了解が得られるのではないかという含みもあると思うんですが、当初

は、無条件で譲渡。今回は、固定資産税相当額をプラスすると。さらに、それでもなおかつ地

権者の同意が得られないときは、プラスアルファも考えて、取得に向けた努力をするというこ

とも考えているのかどうか、その点についてお伺いをいたします。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） まず１点目の資料のアンダーライン部分が変更点なのかということのご質

問でございまして、２の方針変更の前段の文言については、これまでご説明していた中身、そ

れを変更しますよということの説明になります。それで、１番、２番、これをプラス、合わせ

技で地権者と交渉したいという内容のものになります。ということで、これを次の資料２ペー

ジ目ですか、ページ番号２と振ってありますけれども、これら１番、２番の合わせ技をプラン

Ｂ１或いはＢ２のいずれかで進めたいという考え方になります。 

それから、土地の範囲で、すべての敷地で見込みが１億円でよかったかというご確認という

ことですが、このプランＢなりの資料で書いている１億円というのは、あくまでも仮定の数字

の話でして、これはどういう結果になってくるか不動産鑑定の結果次第、３月末に出てくる鑑

定結果次第ということで、極端な話、ゼロで出てくるかもしれませんし、100万円で出てくる

かもしれませんし、1,000万円で出てくるかもしれませんし、これはわかりません。しかも、

土地と建物、それぞれで鑑定をしてもらおうということで今、事務は進めているということに

なります。 

それから、３点目ですが、この資料１枚目の資料の２の方針の２番の固定資産税相当額プラ

スなのかっていうのは、まったく今お話したとおりそのとおりです。１番と２番の合わせ技で

地権者さんと交渉したいということになります。 

それから、最後４番目ですが、無償譲渡から売買という考え方に変えたけれども、それでも

地権者の理解が得られなければ、何か次の策を考えているのかというご質問だったと思います

が、いずれご説明した条件のみで、それ以上のものは、現時点では何も考えてございません。

ただ、抵当権等の抹消等々の登記手続に関する事務的な費用というものも出てきますので、そ

こら辺については、基本は地権者さんなりでのご負担というふうにこちら想定しておりますが、

今後の交渉次第ではその分が、もしかしたら若干追加になる可能性は捨てきれないものと考え

ております。 

以上です。 

（菅原議長） 廣野富男議員。 
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（廣野富男議員） 概ね理解しました。そうしますと、今後の主な予定の４月の取得の是非という

のが、４月上旬に記載されているわけですが、今回の１と２の合わせ技で取得するかどうかを

判断すると、当然、その地権者の合意があるという前提の話ですが、これ以外のプラスになる

部分は一切考えていませんという理解で、現時点ではいいんですね。そういう理解でいいんで

すね。登記の事務手続分については、これは、その判断だと思いますが、あくまでも地権者と

協議するのは、１と２の合わせ技で、これで得られるか得られないかで、取得するか取得しな

いかを決めるというスタイルで行くよという理解でよろしいですね。確認させてください。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） お見込みのとおりでございます。 

（菅原議長） 他、よろしいですか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、説明事項の⑤については、以上といたします。 

ここで、午後２時35分まで休憩いたします。 

 

⑥ 指定管理者候補者について 

（菅原議長） 再開いたします。続きまして、説明事項の⑥指定管理者候補者について、説明をい

ただきます。羽藤財務部長。 

（羽藤財務部長） 財務部羽藤です。過日開催いたしました指定管理者選定委員会におきまして、

令和５年度からの指定管理者の候補者を選定いたしましたので、その選定経過と結果について

ご説明するものでございます。 

詳細については、資料に基づき担当より申し上げます。 

（菅原議長） 阿部行政経営室主幹。 

（阿部行政経営室主幹） それでは、指定管理者候補者についてご説明申し上げます。資料１をお

開きください。 

はじめに今回、選定委員会において審査対象といたしました施設についてですが、令和５年

４月１日から指定管理者制度による施設の管理運営を行う公の施設、合計３協定４施設でござ

いまして、うち公募により指定管理者候補者を選定したものが２協定３施設、非公募により指

定管理者候補者を選定したものが１協定１施設となります。 

次に、選定経過ですが、委員７名による指定管理者選定委員会を12月19日に開催いたしまし

た。公募施設につきましては、応募者から提出のあった事業計画及びプレゼンテーションに基

づく採点を行い、非公募施設につきましては、応募者から提出のあった事業計画書に基づく審

査をそれぞれ行い、対象施設に係る指定管理者候補者を選定したところであります。 

３の選定基準ですが、条例の規定に基づき、資料に記載のとおりでございまして、これらの

基準により、総合的な審査を行い、指定管理者候補者を選定したところです。 

４の選定結果につきましては、資料２指定管理者候補者選定状況一覧でご説明をいたします

ので、資料２をお開きください。なお、選定結果の説明は、対象施設ごとに候補者選定に係る

要点のみとさせていただきますのでご了承願います。また、各候補者から提出のあった事業計

画の詳細につきましては、一覧表左端から右に２列いったところに、管理運営計画書等ページ

数欄を記載しており、ここに資料３指定管理施設管理運営計画書及び収支計画書の掲載ページ

数をそれぞれ記載しておりますので、こちらにつきましては、後ほどご確認をお願いいたしま

す。 

それでは、選定結果についてご説明します。まず、指定管理者を公募した施設のうち、協定

ナンバー１、前沢ふれあいセンター及び俳句の庵につきましては、応募が１者のみでありまし

た。応募者から提出された事業計画等を採点した結果、委員全員が最低基準である評価満点の

100分の50を上回る点数をつけたことから、選定委員会の総意により、一般財団法人奥州市文

化振興財団を次期指定管理者候補者として選定したものです。 

同じく公募施設である協定ナンバー２、奥州市立古城放課後児童クラブですが、こちらは２

者から応募がありました。各応募者から提出された事業計画等を採点した結果、応募者のうち、
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得点上位であった社会福祉法人奥州市社会福祉協議会を選定委員会の総意により、次期指定管

理者候補者として選定したものです。 

なお、今回、指定管理者の公募を行った施設には、江刺体育文化会館も含まれておりました

が、こちらの施設につきましては、期限までに応募がなかった旨、担当課から報告がありまし

たことを申し添えさせていただきます。 

最後に、非公募による募集を行った協定ナンバー３、前沢温泉保養交流館につきましては、

応募者から提出された事業計画を審査した結果、合議による選定委員会の総意をもって、株式

会社前沢温泉を次期指定管理者候補者として的確であると決定いたしました。 

以上が、選定結果についての説明です。 

資料１に戻っていただきまして、最後に、今後のスケジュールについてです。 

本日、説明いたしました３協定４施設に関しましては、市議会２月定例会に指定管理者の指

定議案及び債務負担行為に係る令和４年度補正予算議案を提出させていただく予定です。あわ

せて、令和５年度分の指定管理料を計上した令和５年度当初予算案も提出し、各議案の議決を

いただいた上で、４月からの指定管理業務開始に備えたい、このように考えております。 

簡単ですが、説明は以上で終わります。 

（菅原議長） ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。18番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 18番、廣野富男です。何点かお伺いします。資料３の経営計画書に基づいて、

まず、前沢ふれあいセンター及び俳句の庵の部分で、１ページの部分でちょっとお尋ねします

が、施設の管理体制に、職員として事務局長と館長の名前は記載はされていますが、あとは７

名の予定で、これは審査したということになるのでしょうか。２ページにいきますとその人件

費が2,452万4,000円と、この職員体制が明確でない中で、この人件費2,400万円の計上をしたと。

これは、どのように審査会で議論されたのかお伺いします。 

それと、事務局長高橋さんは、防火管理者と。これは、担当業務のうち、内容が文化振興財

団の総括ということですが、これは、前沢ふれあいセンターに専従するということなのか、Ｚ

ホールに籍を置いて、前沢ふれあいセンターを兼務するということなのか、規模からいきます

と、専任の防火管理者を設置する必要があるのではないかと思ったものですから、その点の確

認をさせてください。 

それと、２ページの収支計画の企画事業というのがございます。収入では、企画事業収入が

360万円、支出の方は、1,246万3,000円ということで、この企画事業だけで見ますと、870万円

ほどのマイナスの計画なんですが、これは審査会でどのような評価をされたのかお伺いしたい

というふうに思います。 

続いて、古城の放課後児童クラブの件ですが、ここの児童クラブの場合、この職員体制の内

容を見ますと書いていなかったので、確認します。ここは、防火管理者というのは特に必要な

いのかどうかお願いしたいと思いますし、人件費で10％ほどアップしているんですが、この

10％アップの理由がおわかりになりましたらば、ご説明いただきたいというふうに思います。 

最後の前沢温泉保養交流館の件でございますが、単年度の指定管理ということのようですが、

令和６年度の民間移譲に向けたスケジュール、どのようになっているのかご紹介いただきたい

というふうに思います。 

以上です。 

（菅原議長） 阿部行政経営室主幹。 

（阿部行政経営室主幹） それでは、前沢ふれあいセンターの１点目と３点目のご質問でございま

す。事務局長、館長以外名前がないというところで、どのような審査会の中での審査だったか

というところでございますけれども、今回、文化振興財団は、前沢ふれあいセンターの指定管

理に関しましては、初めてということになります。当然、職員の部分につきましては、指定管

理者としての指定を受けた後に、これから職員の募集等を行う段取りになるということで、こ

の時点では、あくまでも応募してきたという段階ですので、ここに氏名が入ってないというこ

とよりも、どういった職員体制を持って管理しようとしているかというところにつきまして、

審査をしたということになります。 
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それから、３点目のところですけれども、企画事業でだけで見ると、収支が大幅な赤字では

ないかといったところですけれども、いずれ、ここも含めての指定管理業務ということで、今

回、募集をかけているということからいたしまして、トータルの収支の中で審査をしたという

ことになります。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉生涯学習スポーツ課長。 

（千葉生涯学習スポーツ課長） 私の方からは、２点目の防火管理者の関係、ご答弁申し上げます。 

防火管理者については、施設ごとに必置になりますので、前沢ふれあいセンターについても、

どなたか配置する人が出て参ります。職員体制の欄で書いてありますのは、高橋さんのお持ち

の資格について複数あるんですけども、例示したということになりますので、この方が兼務す

るであるとか、前沢の方に専従になるか、この辺については、財団側の方で今後、検討してい

く内容なりますけども、いずれ、どちらの施設についても専任の職員が、防火管理者が必要に

なって参ると思います。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉こども家庭課長。 

（千葉こども家庭課長） それでは、古城放課後児童クラブの件、２点について私の方からお答え

させていただきます。 

防火管理者につきましては、先ほどと同じように施設ごとに置かなければならないので、ど

なたかを置いていただくことになります。 

それから、人件費の10％増の理由につきましては、放課後児童クラブの職員については、国

の主導で処遇改善等が行われておりますので、そういった部分の増を反映させた結果というこ

と認識しております。 

以上です。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） ３点目の前沢温泉の件についてお答えいたします。民間移譲のスケジュー

ルということでございます。本来であれば、今年の３月いっぱいをもって指定管理者制度を終

了して、４月から民間移譲という予定でございましたが、このコロナの影響もございまして、

現在の指定管理者であります株式会社前沢温泉さんからの申し出がありまして、まずはもう１

年、指定管理をさせていただいて、その結果を受けて、来年度また指定管理で何とか頑張って

みたいと、その後の民間移譲ということで、何とか１年間、指定管理者制度で延ばしてくれな

いかというお願いがございまして、内部で協議した結果、１年延長をということで今回、候補

者ということで挙げさせていただいたものでございます。 

そこで、スケジュールですけれども、いずれ１年間のみの延長ということですので、来年度

中に民間移譲に向けた手続を済ませて、４月１日からは民間経営という方法で何とか持ってい

きたいという考えでございます。 

以上です。 

（菅原議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） それでは後ろから聞きます。前沢温泉の民間移譲のスケジュールは、先般行わ

れた国見平温泉等のように、全国に向けた公募を新年度に入ったら早々実施していくという考

え方になるのか、その点をお伺いします。 

２点目は、古城放課後児童クラブの中で説明があったわけですが、人件費の10％アップの理

由に、国の処遇改善が示されたと、それに照らし合わせてアップになるのだという説明と受け

取りましたが、そうしますと、奥州市内のこの人件費については、確か指導員については１時

間1,200円かなんぼだったと思うんですけど、全部そのように、児童クラブの指導員について

はそういう統一をしているという理解でいいのかどうか、確認をさせてください。 

最後になります。先ほど、私が前沢ふれあいセンターの部分でお伺いした企画事業の、おそ

らくこれは、従来でいうところの主催事業というふうに理解したんですが、これは、事業収入

がなくても立派な事業を計画すれば、それは、指定管理の採択に重大な影響を与えるというふ
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うにちょっと私は受け取ったんです。というのは、方針としては、選定基準には、⑤として施

設管理経費の縮減が図られているかどうかが審査の基準に入っています。ところが、今回の計

画書を見る限りは縮減に努めているようにはちょっと見受けられなかったので、特に気になっ

たのは、この自主企画が800万円も市の持ち出しをしないとできないという内容になっている

んです。で、この選定は、基準と照らし合わせますと、いかがなものかというふうに思ったの

でお伺いしたところでありますが、要は、市民に利用される管理運営であれば、経費はかかっ

てもいいのだと、ちょっと言い方が悪いですが、経費が従来よりかかり増しになってもいいの

だという、そういう審査の考え方なのかどうかお伺いしたいと思います。 

（菅原議長） 門脇商業観光課長。 

（門脇商業観光課長） １点目の前沢温泉の今後のスケジュールということで、公募するのかどう

かということでございました。まだ事務レベルの段階でして、市長協議は済ませてございませ

んが、事務レベルでは、そのとおり公募で民間移譲先を決定したいというふうに考えてござい

ます。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉こども家庭課長。 

（千葉こども家庭課長） それでは、２点目の人件費の件についてお答えさせていただきます。放

課後児童クラブに係る人件費について、市の方で単価を設定はしておりません。これらは、民

間の事業者さんたちが独自に設定しておるものですので、正規の職員であったり、非正規の職

員であったりするので、それぞれ単価は事業者ごとに異なっております。国主導の処遇改善に

つきましても、実施するところと実施しないところはございます。社協さんは実施するという

ことで聞いておりましたので、その件で上がるものと認識しておりました。 

以上でございます。 

（菅原議長） 千葉生涯学習スポーツ課長。 

（千葉生涯学習スポーツ課長） 私の方からは、前沢ふれあいセンターの事業費の関係でご答弁申

し上げます。こちら、単年度で1,240万なにがしの予算計上しておりますけれども、こちらにつ

いては、市の方の指定管理者の募集要項の中で、事業費３年間総額で3,700万なにがしの事業企

画をするようにっていうことが仕様として謳われておりました。この額については、コロナの

影響を加味しない平成30年以前の平均値、この施設ホールの事業規模を参考に算出したもので

ございます。同様に、事業費の収入についても、コロナの影響を加味しない状況で、自主事業

収入がこのぐらいということでお示しをしたところでございます。指定管理者の選定委員会の

資料のみの話になりますけれども、そういった資料にしておりました。 

要は、事業実績に基づいて、このぐらいは事業をやっていただけるだろうということで、あ

と、収支も、その差については、やはり公共ホールということですので、公共事業、ある程度

広く多くの市民の方に、より丁寧に芸術文化に触れていただく機会を設ける必要があるという

ことでの設定でございました。ただ、この点につきましては、これでいいということは当然考

えておりませんで、いずれ、事業収益性の高いものを取り入れていただくとか、そういった企

業努力というのも併せて、今後３年間の中では、求めて参りたいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） よろしいですか。他に。15番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） 15番、千葉康弘です。３点質問いたします。 

この指定管理期間の募集なんですが、期間が、１年、２年、３年、またあと５年という形で

ありましたが、今回１年、２年、３年となっていますけれども、この基準というのは何に基づ

いて行われているのかについて質問いたします。 

次に、今回の前沢ふれあいセンターの方で指定管理者が変わったという形になりますけれど

も、ふれあいセンターに対して、この指定管理料は、以前募集した場合と全く変わらない形の

募集だということの理解でよろしかったでしょうかということをお聞きしたいと思います。 

次に、前沢ふれあいセンターで今回、変わったわけですけれども、職員の処遇という形にな

りますが、民間会社からそちらでという形になるのか、それとも、これで仕事がなくなったら
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大変だということで、何らかの形でお話するのかについて質問したいと思います。 

以上３点です。 

（菅原議長） 阿部行政経営室主幹。 

（阿部行政経営室主幹） それでは、１点目のご質問についてお答えしたいと思います。今回の指

定期間が１年から３年までそれぞれあるということでございますが、その指定期間の決め方を

どのようにしたかということでございます。ちょっと順番が逆になりますけれども、前沢温泉

につきましては、先ほど担当の方から説明がありましたとおり、民間移譲を見据えまして、も

う１年指定管理でということの話でございましたので、１年間ということになりました。 

それから、古城放課後児童クラブですけれども、これは、他の児童クラブの更新時期と合わ

せるために、地区センターなどもそのようにしているわけですけれども、今回、指定期間は２

年間というふうに設定をしたところです。 

最後、前沢ふれあいセンターですけれども、これは当初、非公募ということで進めていたわ

けですけれども、非公募に対して応募がなかったというか、手が挙がってこなかったというこ

とで、公募に切り換えたということで、新規公募扱いで３年間ということで設定をしたという

ところになります。 

以上です。 

（菅原議長） 千葉生涯学習スポーツ課長。 

（千葉生涯学習スポーツ課長） では、あと２点について、私の方からご答弁申し上げます。 

前沢ふれあいセンターの指定管理料、公募の時点と変化がないのかっていうことですが、公

募の積算を基に、これを５年間であったものを３年間に縮小した金額で今回、公募しておりま

した。 

それから、３点目の職員の処遇に関してですが、こちらについては、経営主体が変わります

ので、ここは市としてはご協力をお願いするということにとどまるわけではございますけれど

も、現在勤めていただいている方が雇用不安に陥ることがないように、ここは市としても、積

極的に関与して、３者協議に臨んで参りたいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） 他にございますか。14番、高橋浩議員。 

（高橋浩議員） 14番、高橋浩です。私は、大きな意味で指定管理の考え方もしくは指定管理料の

考え方についてお尋ねいたします。指定管理、これは元々、昔の行政の無駄遣いそういうとこ

ろを是正するがために、指定管理で民間の事業者を活用して行政の財政を絞って建て直すとい

うようなことから始まった制度かと思っております。そういう中で進めてきまして、一定の指

定管理による財政の立て直しであったり、財政の縮小ということは、ある程度図られてきてい

るのかなと思うのですが、ここ近年になってきますと、どこの職場でも人材不足、人手不足と

いうところが叫ばれてきております。そうなりますと、今まで安い方が有利であった指定管理

も、今度はその安くするがために、職員の給与体系であったり環境を、やはりどこかで縮小し、

圧縮しなければいけないという弊害が出てくると、見え隠れする状況があると思います。 

そういう中で、安定した市民サービスもしくは公共サービスを奥州市として指定管理の中で

実施していくには、ある程度の給与の見直しであったり、そういうところも含めたこれからの

給与体系もしくは指定管理の将来性も、市の方でもある程度考えながら進めていかなければい

けないのかなと思います。 

そういうところのお考え、もしくはこれからまたさらに新年度になって新しい指定管理も発

生してくるかと思います。最終的にはそこで働く方は、奥州市の市民が働くわけですから、そ

ういう方々に少しでも有利になったり、さらには奥州市の有利になるような指定管理の運営を

していきたいと思いますが、基本的な考え方はすぐ変わるとは思いませんけども、そのような

ことも踏まえた指定管理の方法を考えられないかどうか、お尋ねします。 

（菅原議長） 阿部行政経営室主幹。 

（阿部行政経営室主幹） 指定管理者制度全般といいますか、大きな考え方に関するご質問という

ことでございます。指定管理者制度そのものの考え方につきましては、皆さんご存知のとおり、
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地方自治法で定められていて、これが導入に当たって、どうしてもその経費節減といった部分

に注目されがちな制度であるために、どうしても経費の部分にどの程度削減といったところに

目がいってしまいがちなんですけれども、我々としましては、公共施設の管理運営をよりよく

行っていくための一つの手法という捉え方で考えております。民間の施設運営のノウハウとか、

或いはスタッフの配置、その他今まで行政が担ってきた公共施設の運営といったところに、そ

ういった民間のノウハウとか視点が使えないかどうかといったところがやはり一番大きいのか

なというふうに思っております。 

ただ、どうしても先ほど申し上げたとおり、行革の流れの中で、どこの市町村もこれを取り

入れているように見られがちなために、例えば、人件費の部分もなかなかふやせないとか、そ

ういった部分が出てきている。今現在17年、指定管理者制度が始まって経ちますけれども、そ

ういった部分でかなり課題といった部分が見えてきているわけです。そういった部分について

は当然、我々も現場の指定管理者と話をしながら、よりよい方向を目指して進んでいかなけれ

ばならないというふうには思っておりますけれども、決してこれが行革だけの制度ではないと

いったところは大切にして、市民にとってどうすればこの施設がよりよい管理運営ができるの

かといったところを、指定管理者と一緒に考えていくといった姿勢は、今後も持ち続けていき

たいというふうに考えております。 

以上です。 

（菅原議長） その他。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

よろしいですね。それでは、説明事項の⑥についても、以上といたします。 

以上で、３の協議事項については、終了いたします。 

説明者退席のため、暫時休憩いたします。 

 

４ その他 （以下略） 



奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和５年１月16日（月） 

                                        午前９時30分                                                                                                                                                         

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 固定資産税の減免における共有持分者連帯債務の取扱いについて 

② 「地域医療奥州市モデル」及び「新病院建設候補地」について 

③ 新型コロナウイルス感染症対策の対応状況について 

④ コロナ禍におけるエネルギー価格高騰対策について 

⑤ メイプルの対応について 

⑥ 指定管理者候補者について 

⑦ 広報誌の月一回発行への変更とデジタル媒体を活用した広報活動の強化について 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 



固定資産税の減免における共有持分者連帯債務の取扱いについて

１ 概要

・共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負うことになっており（地方税法（以下「法」という。）

10条の２）、納税の告知は連帯納税者各⼈に⾏わなければその効⼒は⽣じない（法13条）。

・市町村⻑は「貧困に因り⽣活のため公私の扶助を受けるもの」の所有する固定資産について条例の定めるところにより減

免することができる（法367条）。

・奥州市では市税条例第71条第１項第１号により⽣活保護受給者の固定資産税について減免を⾏っている。

・共有代表者が⽣保減免を受けた場合、本来はその共有割合分のみを減免し、残りの持分については他の共有者が納税すべ

きであったが、合併当初から他の共有者分もすべて減免してきた。また、共有代表者以外の共有者に対し、納税の告知を

⾏っていなかった。このことは、７⽉に新規⽣活保護受給者の減免決定を⾏う際に気付いた。

・なお、令和２年に⺠法が改正され、令和３年度の課税分から共有者の１⼈が固定資産税の減免を受けたとしても、原則と

して他の共有者に減免の効⼒が及ばず、全額が課税されることとなった（相対的効⼒）。

市議会全員協議会資料 令和５年１⽉16日 財務部税務課

２ 市が⾏ってきた減免処理

奥州市の減免処理
Ａ減免申請→0円（持分3,000円減免）【正しい処理】、Ｂ・Ｃ連帯納税義務者 6,000円→0円に減免【誤った処理】

（例）「Ａ外２名」 課税額 9,000円
共有代表者Ａ（⽣活保護受給者）持分1/３、共有者Ｂ 持分1/３、共有者C 持分1/３
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３ 連帯納税義務者の減免件数及び減免税額

年度 件数 ※ 税額
令和４年度 145件 3,395,300円
令和３年度 141件 2,869,300円
令和２年度 123件 2,523,500円
平成31年度 101件 1,962,700円
平成30年度 95件 1,564,600円
合 計 687件 12,315,400円

4 原因

※減免税額は、⽣活保護受給者分と他の連帯納税義務者分との合計額

法令遵守の徹底をはかり、今後、以下の対策を講じる。
（１）改正法令等、複数⼈で確認を⾏い、法令の解釈誤りを防⽌する。
（２）取扱いに疑義が⽣じた場合は、県や他市町村に確認し、速やかに対策を講じる。

6 再発防⽌策

今回の事案は、合併当初から法令の確認をせず、前例を踏襲し従来通りの処理を⾏ってきたことが原因である。

５ 今後の対応

・租税法律主義の原則に⽴ち返り、誤った減免については、法に基づく期間（５年）遡り賦課決定を⾏っていく。
・共有代表者以外の共有者が⽣保減免を受けようとする場合は、10年間遡り減免の処理を⾏ったうえで還付する。
・実施に向けては、相続⼈調査が必要になるが、⼈員体制を整えたうえ、早期に解決を図る。
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地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について 資料①

-1-

１ 地域医療奥州市モデルの基本理念と四つの柱

議会全員協議会説明資料 令和５年１月16日 総務企画部政策企画課

◆市⽴医療施設、県⽴病院、⺠間医療施設、それぞれが持つ強みを生かしたネットワーク型による地域医
療体制を構築する。

◆住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステムを充実させる
とともに、その⼀端を担える医療体制を構築する。

◆⽼朽化が著しい総合⽔沢病院は、救急や感染症対応など県⽴病院を補完する機能を維持しつつ、急性期
医療から回復期医療へとシフトし、併せて、市⽴医療施設の中核としてコントロール機能を持ち、医療
のデジタル化に向けた取り組みや周産期・⼦育てのサポート、そして多世代が利⽤できるまちづくり機
能を備えた病院として、新たに再建する。

１．五つの市⽴医療施設・県⽴病院・⺠間医療施
設との人的ネットワークの強化

２．ICTを活⽤したデジタルネットワークの強化

３．地域包括ケアに対応するため医療・介護・福
祉の垣根を越えた多業種ネットワークの構築

地域の医療関係者、専門家などで構成される団体

４つの柱
主体となる組織

基本理念

(仮)新病院建設プロジェクトチーム４．医療のネットワーク拠点とまちづくり拠点と
しての新病院建設



地域医療奥州市モデルのイメージ図

地区センター

オンライン診療
医療MaaS

妊婦健診

新病院

市⽴病院 県⽴病院
（広域）

救急医療
⾼度医療
出産

◆県⽴病院補完機能（救急、感染症対策）
◆急性期から回復期医療へのシフト
◆周産期・子育てサポート機能
◆デジタル拠点
◆まちづくり拠点

移動支援公共交通

⺠間医療施設

妊婦・
胎児情報

通所・入所

訪問介護
宿泊支援

介護施設

オンライン診療
医療MaaS

医療情報の共有・
ネットワーク化

⺠間産婦⼈科
市⽴診療所介護予防

◆周産期サポート

◆へき地医療の提供

◆地域包括ケアシステム

◆医療施設間における
機能分化と相互連携

クラウド

◆医師の働き方改革
◆持続可能な病院経営
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２ 新病院建設候補地について

プラン 地域属性
（建設地の例）

病院建設に関する評価項目 病院機能に関する評価項目

建設コスト
アクセス ⾼度医療

拠点との
近接性

拡張性 まちづくり拠
点⾞ 公共交通

Ⅰ
郊外

（学校跡地、未
利⽤市有地等）

◎ ◎ △ 建設場所
による ◎ △

Ⅱ 市街地（公園、
学校跡地等） ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎

Ⅲ
現地建替

（現⽔沢総合病
院敷地）

△ △ ◎ ◎ △ ◎

12月13日の全員協議会において⽰した上記の新病院複数案について、市⺠からの意⾒も踏まえ、それぞれ
のプランの是非を検討した結果、以下の理由から「Ⅱ 市街地」を最適なプランとする。

理由１ 今後⾼齢化がさらに進む中で、病院への通院を考えた場合、⾼齢者の利⽤頻度が⾼い公共交通の
利便性が良い場所が好ましい。(利⽤者の利便性)

理由２ 病院を医療を提供する場所としてだけではなく、多世代の人が利⽤するまちづくりの拠点として
の性格を付与する場合においては、市街地に建設する方が賑わいの創出や新たなまちづくりにつ
ながるポテンシャルが⾼い。(まちづくり拠点としての可能性)

理由３ 市街地、特にも⽴地適正化計画エリアに建設することで、国からの補助制度の活⽤が可能になり、
建設コストの大幅な低減が可能になる。(建設コストの低減)

◆12月に提⽰した新病院建設候補地に関する複数案
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Ⅱの市街地案をベースに、①利⽤者（市外・市内）のアクセス⾯での利便性、 ②ネットワーク型地域医療
体制の中核となりえる適地、③まちづくり拠点として多世代が集まるエリア、④コストの低減という、４つの
観点から最適地を検討した結果、⽔沢公園の陸上競技場及びその周辺を新病院建設候補地として提案する。

① 利⽤者（市外・市内）のアクセス⾯での利便性
・ 公共交通（鉄道、バス）が充実しているエリアであり、また国道や⾼速道路（奥州スマートＩＣや⽔沢ＩＣ）とも近く、
市内、市外からのアクセス⾯での利便性が優れている。

・ ⾞でのアクセスに必要な広い駐⾞場や公共交通を利⽤する際に利⽤しやすいバスロータリーを設置できる十分な広さ（※1）
を有している。

② ネットワーク型地域医療体制の中核となりえる適地
・ ⺠間医療施設が集中しているエリアであり、また⾼次医療機関である県⽴胆沢病院とも近く、症状に応じた転院や紹介・
逆紹介など相互アクセスが容易である。

③ まちづくり拠点として多世代が集まるエリア
・ ⽔沢公園の中にあり公園機能（休憩、散策、スポーツ活動等）を活⽤することもできるため、多世代の人が利⽤しやすく、
賑わい創出が可能なエリアである。

・ ⽔沢の中心部に位置しているため、⾼校生等が集まりやすいエリアである。
④ コストの低減
・ 市有地であり、土地取得費が発生しない。
・ 現在策定中の⽴地適正化計画における誘導区域内に想定されることから、都市構造再編集中支援事業（※2）の活⽤を⾒込め
る場所である。

※1 【参考】建設候補地（⽔沢公園陸上競技場）敷地⾯積(約20,000㎡)
現総合⽔沢病院敷地（病院敷地︓10,472㎡ 駐⾞場敷地︓6,928㎡ 合計 17,400㎡）

※2 本事業の活⽤により、国からの補助が得られる。

作業 ４年度下半期 ５年度上半期 ５年度下半期 ６年度以降
地域医療奥州市モデルの決定
病院経営強化プランの策定
新病院基本構想の策定
基本設計・実施設計、建設工事

２ 新病院建設候補地について（続き）

３ 新病院建設スケジュールについて
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機能・取組 内容
① 機能分化と相互連携 五つの市⽴医療施設、県⽴病院、⺠間医療施設の強みを生かしつつ、機能分化・連携強化を図り、

地域全体をカバーする地域医療体制を構築
② 持続可能な病院経営 医療収益率・病床稼働率の向上、適正な人員配置、徹底したコスト削減、患者満⾜度の向上

③ 医師の働き方改革 チーム医療の推進、五つの市⽴医療施設の連携による医師養成プログラムの策定、院内保育所の
設置など職員の出産・育児に配慮した職場環境の整備

④ 感染症対策 患者動線のゾーニングに配慮した施設整備、PCR検査等病原体検査の体制整備、感染防護具等の
備蓄、感染管理の専門人材の育成、院内感染対策の徹底

⑤ DXの推進 モバイルクリニックによる遠隔診療の導⼊、電⼦カルテ標準化仕様に対応した情報共有プラット
フォームの構築、異業種（医療、介護、⾏政等）間での情報共有の促進、災害等に備えたデータ
管理のクラウド化、単純作業の自動化による業務効率化

⑥ 地域包括ケアシステ
ムの推進

回復期病床の増床や職員の拡充によるリハビリ機能の強化、訪問看護ステーション機能の強化及
びモバイルクリニックの活⽤、医療介護資源情報提供サービス（けあプロnavi、ケア倶楽部）や
メディカルケアステーション（ＭＣＳ）などを活⽤した情報共有の促進、特定健康診断や人間
ドッグ等の健康増進事業の実施、在宅医療介護連携拠点の設置(現在は市役所内に設置)

⑦ 周産期・⼦育てサ
ポート機能

宿泊ケア施設の設置など産後ケア事業の充実強化、⼦育て総合支援センターを新病院に移設、医
療的ケア児の受⼊、病後児保育施設の設置、モバイルクリニックの活⽤による診察・健診の実施、
ホームページ・ガイドブックなど情報発信の強化、相談機能の充実（オンライン含む）、各種助
成制度の拡充、関係機関と連携した広域的な周産期支援体制の構築

⑧ まちづくり拠点 ⼦育てひろばの設置(⺟親教室、パパママセミナー、離乳⾷教室、予防接種などの開催スペース）、
イベント開催時以外はフリースペースとして開放(木製おもちゃや絵本コーナーなども設置)、市
⺠が自由に利⽤できる多目的ラウンジ（Wi-Fi完備）や市⺠活動のための研修室・会議室の設置、
⾏政オンライン相談窓⼝の設置、オープンスペースや散策路、公共交通の結節点、災害時におけ
る避難所拠点

４ 新病院に付与する機能・取組の⼀覧

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について
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1 奥州市の５つの市⽴医療施設の機能と連携
1-1 総合水沢病院の機能 (現状）

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について 資料②

健診など予防医療から専門的治療までを⾏う医療機関としての役割に加え、⾼齢社会に対応するため地域包括ケア病床を運営
しています。この他、特徴的な機能として、救急搬送受入と感染症対応があり、地域医療の中で⼀定の役割を果たしています。
総合水沢病院と県⽴胆沢病院等が連携し機能分担していることが地域の救急医療崩壊のリスクを軽減しているものと考えます。

(1)救急搬送受入
・受入件数は県⽴胆沢病院に次ぐ590件であり、胆沢病院には中等症以上、総合水沢病院は中等症以下の搬送を受入れています。
・県⽴胆沢病院の医師⼀⼈当たりの件数は40.6件となっており、同規模病院の平均34.5件を超えています。受入件数が増えれ
ば医師の負担が大きくなることから、総合水沢病院等での受入を維持することが必要と考えます。

(2)感染症対応
・新型コロナ感染症の入院患者は、奥州保健所管内では、総合水沢病院及び県⽴胆沢病院並びに県⽴江刺病院において受入れ
ており、中でも総合水沢病院は、発熱外来を設置し、検査体制を整え、40％を超える入院患者を受入れています。

議会全員協議会説明資料 令和5年1月16日 医療局経営管理課

出典︓奥州保健所「胆江地域コロナ患者入院状況」（R3.9/5〜R5.1/10）出典︓R3年度病床機能報告
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(1)病床機能、病床数

・地域の救急、感染症による医療崩壊を防ぐため救
急患者受入と新型コロナ等感染者受入の機能を維持
します。

・⾼齢化が進む胆江医療圏に必要な312床の回復期
病床（「岩⼿県保健医療計画2018-2023」より）に
対して 、R3年で211床と不⾜している回復期リハ
ビリ病床50床を整備し、特に運動器リハビリを提供
できる体制を強化します。

・病床数は⼀般病床50床、回復期リハビリ病床50
床、感染症病床４床 計104床程度とします。

1-２ 新総合水沢病院の機能

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

(2)診療科

現在、外来診療を⾏っている内科・⼩児科・外科・整形外科・泌尿器科・⽿⿐咽喉科・精神科を基本として、地域で必要
とされる診療科を運営します。（⇒水病院⻑の確認が必要）

(3)新たに付加する機能

●健康増進事業の実施 ●在宅医療介護連携拠点 ●周産期・子育てサポート機能 ●デジタル拠点 ●まちづくり拠点

うち休床 50床
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1-3 まごころ病院の機能

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

(参照︓同左)(参照︓まごころ病院DPCデータ 2020４月〜2022年6月)

・医療施設が少ない地域の病院として、入院や⼀般外来に加えて、訪問診療や訪問看護など、住⺠ニーズに即した医療を提供
しており、これまでの診療機能及び病床48床を維持します。
・地域包括ケアシステムを充実させるため、他の医療施設等と連携を図りながら在宅医療を⽀える体制を構築します。
・訪問診療（120〜130件/月）と⾼齢者の予定外入院（まごころ病院入院患者の85.9%）に対応できる体制を維持します。

・訪問看護について、在宅医療を提供する病院として、訪問看護と医療サービスの維持、強化を目指し、多数の介護事業所と
相互連携しながら体制を構築します。

・脳梗塞、大腿骨頸部骨折等のリハビリ入院の増加を目指します。
・⾼齢化が進む胆沢地域での在宅医療を必要とする住⺠へ⻭科医療と⼝腔ケアの対応を目指します。
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1-4 前沢診療所の機能

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

・内科を主とした外来診療により、地域住⺠のかかりつけ医としての機能を担っていきます（標榜科︓内科・呼吸器内科・
循環器内科）。再開所した2016年度に⽐較し外来患者数は1.8倍に増加しており、今後も地域医療に貢献していきます。
・⼼⾝両⾯から患者を診る内科（⼼療内科）の専門性を活かし、胆江医療圏等の医療機関から紹介される⼼⾝症患者への診
療ニーズに対応していきます。
・ 2016年度に⽐較し健診件数は3.1倍に増加しており、予防医療活動の成果を上げています。前沢地域唯⼀の公⽴医療機関
として保健⾏政や地域団体と連携し、地域の予防医療に関する啓発活動を積極的に⾏っていきます（健康増進・医療に関す
る講演会の企画、講演、出張健康講話等）。
・総合水沢病院での専門外来（⼼療内科）による診療応援を継続し、医療⽀援を⾏っていきます。
・全⼈的医療の視点から各市⽴医療機関と連携しながら、患者と家族の⽣活に寄り添う医療を提供していきます。
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地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

1-6 ⾐川⻭科診療所の機能

・地域唯⼀の⻭科診療所として、患者数は5,370⼈/年と胆江医療圏平
均の1.4倍の患者を診ています。加えて、学校保健を含め地域住⺠の
健康管理の役割を担っています。

・⻭周病対策の強化は、⾼齢者の健康寿命の延伸にも有益なため、医
科と⻭科の診療所間で併診の取組みを進めます。

1-5 ⾐川診療所の機能

・70歳以上の55.2％が受診する地域唯⼀の医療機関として、⾼齢者の外来・入院診療に対応できる医療提供体制を継続します。
・19床の病床を維持し、⾐川地区外に短期入所⽣活介護を利⽤する⾼齢者が増加している背景から、短期入院による医療的

ケアが望ましい患者に対応できる体制を強化します。
・交通⼿段のない⾼齢者には、オンライン診療等のモバイルクリニック（医療MaaS）の実証実験を⾏いながら、医療提供体制

の強化を目指します。
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2 目指すべき地域医療提供に必要な⼈員体制

・総合水沢病院においては、救急搬送の受入維持、回復期リハビリ病床に対応できる体制と診療機能の維持のため、
医師４名（内科・整形外科・リハビリ）、 リハビリ職員16名（理学療法⼠、作業療法⼠）、 看護師4名の採⽤を想定。

・医師招へいのため、大学への派遣要請のほか、医師奨学⽣10名（6名医師免許取得済）の早期着任に向けた取組を進めます。
医師奨学⽣のうち、１名が市⽴病院に常勤で勤務、４名が週１回の診療応援勤務を⾏っています。（R4.12月末現在）

・医療スタッフ採⽤のため大学・看護学校・リハビリ専門学校への訪問を強化します。

6

出身 大 学 現勤務先⼜は学年 専 攻
１ 県外 岩⼿医大 県内基幹病院 泌尿器
２ 県外 県外医大 市⽴病院 消化器外科
３ 県外 岩⼿医大 県内大学病院 循環器内科
４ 県内 県外医大 県外基幹病院 神経内科
５ 県内 県外医大 県内基幹病院 泌尿器
６ 県外 県外医大 医大3年⽣
７ 県内 県外医大 県内基幹病院で初期研修 初期研修１年目
８ 県外 岩⼿医大 医大4年⽣
９ 県外 県外医大 医大2年⽣

10 県外 県外医大 医大1年⽣

【医師奨学⽣在籍状況】
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地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

市⽴医療施設

新総合
水沢病院

まごころ
病 院

前 沢
診療所

衣 川
衣川歯科
診療所

県⽴病院

⺠間医療施設

相互連携のイメージ図

3 医療施設間における相互連携について

[市⽴医療施設間の連携]
・市⽴施設間連携をさらに進め、患者の紹介・逆紹介を⾏います。
・医師の応援体制の推進を強化します。
・多職種チーム医療の実施による医師業務の⽀援体制を強化します。
・看護職員ローテーションとコメディカル職員の施設間⽀援 を⾏います。
・まごころ病院と総合水沢病院の訪問診療の連携 を進めます。

[県⽴病院との連携]
・総合水沢病院とまごころ病院において空床情報を共有し、
県⽴胆沢病院等からの入院患者受入体制を強化します。
・相互の応援診療体制を継続します。

[⺠間医療施設との連携]
・施設間連携を進め、患者の紹介患者受入と、⺠間医療施
設が対応可能な外来患者については、逆紹介を強化し、医
師の業務負担軽減につなげます。
・感染症に対するワクチン・発熱外来等も⺠間医療施設と
協⼒しながら地域で対応します。
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地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

4 継続可能な病院経営としての改善策

●短期経営改善策
[総合水沢病院]

コロナ禍で短縮した在院日数を通常の入院診療に戻すベッドコントロール策とリハビリの実施強化策︓約195百万円
持参薬・重複投薬軽減の薬剤管理指導改善策︓約7百万円
訪問看護のコロナ禍後の利⽤増策︓約30百万円
在宅管理料の取得策︓約3百万円
外部委託から院内実施変更の感染症検査の費⽤削減 計 約235百万円

[まごころ病院]
ベッドコントロール策・在宅管理料取得策︓約69百万円

［⾐川診療所]
⽣理検査（超⾳波検査）実施強化︓約6百万円

●中期経営改善策
[総合水沢病院]

新病院の回復期リハビリ50床とリハビリ強化策︓約532百万円
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ベッドコントロール策
リハビリ強化策

薬剤管理指導改善策
訪問看護の利⽤増策
在宅管理料の取得策

ベッドコントロール策
在宅管理料の取得策

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

5 予測される収入と利益:R3年〜R15年
単位：百万円

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
新病院収支計画

R15年度
新病院収支計画

1,516 1,758 2,025 2,070
1,798 604 604 650

57 88 92 97
2,455 2,556 2,597 2,689

79 18 18 18
63 79 78 78

△ 939 △ 798 △ 573 △ 618
775 △ 203 28 32
773 △ 262 25 30

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
収支計画

R15年度
収支計画

738 857 878 899
248 243 243 243

8 15 16 17
1,021 1,080 1,070 1,070

38 13 13 13
14 15 15 15

△ 283 △ 223 △ 192 △ 171
△ 79 7 39 61
△ 89 6 38 60

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
収支計画

R15年度
収支計画

73 74 76 76
129 120 120 120

0 0 0 0
183 186 184 184
14 6 6 6
0 0 0 0

△ 111 △ 112 △ 109 △ 109
4 2 5 5
4 1 4 4

前沢診療所

年度

純損益

医業損益
経常損益

医業費用

費用

年度

医業外費用

施設名称

年度

収入

費用

医業収益
医業外収益
訪問看護収益
医業費用

訪問看護費用

総合水沢病院

まごころ病院

収入

費用

医業外費用
訪問看護費用
医業損益
経常損益
純損益

施設名称

医業費用

医業外費用
訪問看護費用

医業収益
医業外収益
訪問看護収益

医業収益
医業外収益
訪問看護収益

医業損益

収入

経常損益
純損益

施設名称
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⾐川診療所との
⾼齢者への併診

強化策

地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

慢性疾患を有する⾼
齢患者に対する定期

検査強化策

5 予測される収入と利益:R3年〜R15年
単位：百万円

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
収支計画

R15年度
収支計画

158 165 170 171
144 156 156 156

0 0 0 0
306 329 327 327
11 3 3 3
0 0 0 0

△ 148 △ 164 △ 157 △ 155
△ 15 △ 11 △ 4 △ 2
△ 15 △ 11 △ 4 △ 3

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
収支計画

R15年度
収支計画

53 56 57 57
30 36 36 36
0 0 0 0

86 93 92 92
2 1 1 1
0 0 0 0

△ 32 △ 37 △ 35 △ 35
△ 4 △ 2 1 1
△ 4 △ 2 0 0

R3年度
実績

R7年度
収支計画

R10年度
収支計画

R15年度
収支計画

2,538 2,910 3,205 3,274
2,350 1,160 1,160 1,205

66 103 108 114
4,050 4,244 4,270 4,362

145 41 41 41
77 94 93 93

△ 1,513 △ 1,334 △ 1,065 △ 1,088
680 △ 207 69 97
668 △ 268 63 92

衣川診療所

衣川⻭科診療所

合計

年度

収入

費用

医業損益

医業外費用
訪問看護費用

施設名称

医業収益
医業外収益
訪問看護収益
医業費用

経常損益
純損益

施設名称

年度

収入
医業収益
医業外収益
訪問看護収益

経常損益
純損益

医業収益
医業外収益
訪問看護収益
医業費用

年度

収入

費用

医業損益

費用

医業損益
経常損益
純損益

施設名称

医業外費用
訪問看護費用

医業費用
医業外費用
訪問看護費用



新病院の建設費は、（独）福祉医療機構が公表している『福祉・医療施設の建設費』を基に概算で約55億円と試算してい
ます。この建設費を想定した場合の年間償還額（元⾦及び利子）は約1.9億円と想定されます。これを⼀般会計と病院事業会
計で1/2ずつ負担して⽀払うため、病院事業会計の実質負担額は年間約１億円と⾒込まれます。

毎年多額の償還が⽣じるため償還に耐えうる資⾦を蓄えておく必要がありますが、令和５年度以降資⾦の取り崩しが数年間
続き、各種の収⽀改善計画を実施し、令和10年度末までに純利益を計上（＝資⾦の積み増しが可能）する⾒込としています。

なお、公営企業会計の収⽀は、本業（医業）に係る収⽀と建設改良に係る収⽀を分けて計上するため、Ｐ9・Ｐ10の収⽀計
画には建設改良分の収⽀が含まれていません。よって、純損益の額がそのまま資⾦の増減に反映されません。建設改良分を加
味した令和15年単年度の病院事業の資⾦⾒通しは次のとおりとなります。

純利益92百万円－建設改良分の収⽀差額272百万円＋建設改良費に係る減価償却費281百万円＝101百万円の資⾦増加

11地域医療奥州市モデル及び新病院建設候補地について

6 予測される資⾦の⾒通し

11



新型コロナウイルス感染症の対応状況について

令和５年１月16日 全員協議会資料 新型コロナウイルス感染症対策本部

１ 報告
(1) 対策本部会議等の開催状況（令和４年11月14日開催全員協議会以降）

令和４年12月21日（水） 第45回奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

(2) 県内の陽性患者等の状況（令和５年１月10日現在）

(3) 県内保健所管内の直近1週間当たり新規感染者数（令和５年１月10日現在）

1

累計患者数 病床使用数 重症者 宿泊療養者数
死亡者数
（累計）

212,035人 175床 1人 64人 476人

※陽性者登録センターは、抗原検査キットなどで自己検査を行い陽性になった方が登録した人数

＜人口10万人当たり直近１週間の新規感染者数＞ ＜病床使用率＞

岩手県 651.8人 奥州保健所管内 511.5人 岩手県内病床使用率 38.0％

保健所等名
R04.12.07 R04.12.14 R04.12.21 R04.12.28 R05.01.04

累計～ ～ ～ ～ ～
R04.12.13 R04.12.20 R04.12.27 R05.01.03 R05.01.10

県 央 818人 1,046人 1,133人 526人 671人 25,173人

中 部 2,098人 2,096人 1,710人 942人 849人 39,892人

奥 州 1,096人 1,087人 1,030人 475人 650人 22,045人

一 関 919人 1,056人 845人 471人 476人 16,759人

大船渡 169人 237人 316人 260人 431人 6,310人

釜 石 268人 374人 364人 274人 298人 5,569人

宮 古 287人 511人 374人 218人 305人 7,585人

久 慈 247人 415人 379人 220人 244人 8,255人

二 戸 304人 292人 291人 172人 181人 6,854人

盛岡市 2,454人 2,608人 2,443人 1,217人 1,702人 55,352人
陽性者登録
セ ン タ ー 1,955人 2,309人 2,295人 2,226人 2,191人 18,241人

計 10,615人 12,031人 11,180人 7,001人 7,998人 212,035人



新型コロナウイルス感染症の対応状況について

＜令和５年１月10日現在＞
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